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開議 午前９時５９分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 改めまして、おはようございます。 

 去る２月２８日に開会されました本会議、今日は代表質問、一般質問の日であります。

昔日より、３人寄れば文殊の知恵と言われておりますけれども、今日は登壇、代表、一般

を合わせて８名であります。どうか低迷するこの社会の中において、我が市の将来に対し

て、ほのかなともしび、明かりでも見出すことができましたら、大変結構かと思うわけで

あります。登壇される８名の皆さんのご奮闘を期待をいたし、開会といたします。 

 ただ今より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元にご配付のとおりでございますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、本日の日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番 上田治君、５番 郷司千亜

紀君、７番 藤原英雄君をご指名をいたしますので、お三方よろしくお願いを申し上げま

す。 

 次に、日程第２、市政に対する代表質問をとり行いたいと存じます。 

 なお、通告者は、お手元にご配付の代表質問一覧表のとおりでございます。通告順に従

いまして、順次、発言を許可いたします。 

 まず初めに、美馬政友会、藤原英雄君から質問の通告が出されておりますので、これを

許可いたします。 

 藤原英雄君。 

◎７番（藤原英雄議員） 

 議長、７番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤原君。 

［７番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎７番（藤原英雄議員） 

 改めて、おはようございます。 

 ただ今、議長から代表質問のお許しをいただきましたので、美馬政友会を代表して、通

告をいたしております２件について、順次、質問をさせていただきます。 

 東日本大震災から間もなく１年になろうとしております。２０１１年３月１１日の出来

事は私たちの中では生涯決して忘れることのできないものとなりました。報道を通して、

次々と送られてくる悲劇的な映像は直接被害を体験しなかった者にまで、大きな衝撃を与

えました。沿岸部を襲った大津波によって、１万９,０００人を超える方々が命を失い、

一瞬のうちに家や車を押し流し、人々の生活を破壊いたしました。また、東京電力福島第

一原発は大津波によって、電源を喪失し、放射能物質の漏えいという重大な事故を引き起
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こし、被災地のみならず、多くの人々を不安に陥れております。大津波により、壊滅的な

被害を受けた太平洋沿岸各地では官民の総力を結集し、復旧、復興が進められております

が、福島第一原発の放射能物質の漏えい事故は各方面で被災地の復興を阻害し、長期間に

わたって、被災地の方々を苦しめております。 

 東日本大震災復興対策本部の発表では、津波、放射能漏えい事故のため、いまだに転居、

避難を余儀なくされている方々は３４万人にも上ると言われております。震災以降、日本

の社会、経済、政治も大きな影響を受けました。国内はもとより、海外から多くの義援金

が寄せられ、多くのボランティアが復興を支援していることで、人と人の絆が再認識され

ました。経済では、サプライチェーンの崩壊により、日本の製造業の弱点が浮き彫りにな

り、企業の業績に深刻な打撃を与えました。また、政治では、震災後の対応をめぐり、首

相が交代するなど、大きな混乱を招くことになったことはご承知のとおりでございます。

あれから、約１年、サプライチェーンはほぼ震災以前の状態に戻り、企業は落ちつきを取

り戻しておりますけれども、被災地においては、瓦れきの処理や破壊されたインフラの復

興など、依然として、課題が山積みにされている状況であります。今後、長い時間をかけ

て、ふるさとの復興に取り組む方々に心から応援を送りますとともに、一日も早い被災地

の復興を切に願っております。 

 さて、政府は東日本大震災の復興期間を１０年間とし、復興のためには少なくとも２３

兆円が必要と見積もっておられます。更に、当初５年間は中期復興期間と位置づけられ、

事業費の８割、１９兆円を投入することとされております。４次にわたる補正予算のほか、

平成２４年度の政府予算案でも、東日本大震災復興経費として３兆７,７５４億円が計上

されているところであります。 

 そこで、お伺いをいたします。平成２４年度は本格的に被災地の復興が始まっていくこ

とになりますが、国の予算が被災地に重点的に振り向けられることで、本市の財政への影

響はどうなるのか、特に主要財源となっている地方交付税への影響などについてお尋ねを

いたします。また、先ほど申し上げましたけれども、今後１０年間にわたり、復興のため

に約２３兆円が投入することになるわけでございますが、こういったことを本市の中長期

的な財政運営にどのように影響を与えると考えているのか、併せてお伺いをいたします。 

 次に、通告をいたしております２件目、危機管理についてお尋ねをいたします。 

 昨年、平成２３年、日本列島を襲った災害を見てみますと、豪雪、地震、台風と改めて

自然災害の怖さを身にしみて感じ、人間の無力感、危機管理体制の甘さを痛感した年であ

ったと思います。中でも、太平洋三陸沖を震源として、死者・行方不明者が１万９,００

０人を超える未曾有の国難、東北地方太平洋大地震が発生をいたしました。 

 そして、岩手県宮古市田老地区旧田老町においては、１８９６年、明治三陸地震で発生

した大津波によって、大きな被害を受け、その後も地震による大津波によって、大きな被

害を受けており、それを教訓に１９５８年に起工から２４年を経て、全長１,３５０メー

トル、海面高１０メートルの大防潮堤、スーパー堤防が完成をし、その後も増築が行われ、

実に起工半世紀後の１９７９年には総延長２,４３３メートル、海面高１０メートルの巨
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大な防潮堤、スーパー堤防が城壁のように市街を取り囲みました。しかし、昨年３月１１

日の東日本大震災に伴い発生した津波は午後３時２５分に田老地区に到達をし、海側の防

潮堤、スーパー堤防は約５００メートルにわたって、一瞬で倒壊し、市街地中心部に侵入

した津波のため、地区は再び大きな被害を被ったわけであります。大きな被害を被った原

因を考えてみると、海面高１０メートルのスーパー堤防をはるかに超える想定外の津波が

押し寄せたことが大きな原因の一つと考えられ、そして、海外から視察団がやってくるな

ど、世界の津波研究者が注目するほどのスーパー堤防であったために安心感からかえって

多くの人が逃げ遅れ、被害が出たとの説があります。 

 そこで、お伺いをいたします。美馬市において、今後予想される地震災害によって起こ

るすべての被害について、どのように想定しているのか、お尋ねをいたします。 

 次に、防災計画についてお尋ねをいたします。 

 先だって、２月１７日の徳島新聞に出ておりましたけれども、東日本大震災から今日を

含めて、あと４日で１年が来ようとしておりますけれども、やっと徳島県では県地域防災

計画の見直しに着手するとの記事が出ておりましたけれども、美馬市においては、未曾有

の国難、東日本大震災を教訓に危機管理体制、そして、防災計画の見直しを既に行ってい

ることと思いますが、どのように防災計画の見直しを行っているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 次に、防災訓練についてお尋ねをいたします。 

 美馬市においては、自主防災組織の結成率は９６.４％と、県内でもトップクラスの結

成率となっており、市職員の訓練としても、防災とボランティア週間である１月２０日の

早朝に抜き打ちの非常参集訓練や衛星携帯電話を使用した通信訓練を実施したとも聞いて

おります。そして、さまざまな防災訓練にも取り組んでおり、今年も江原南小学校で訓練

があり、私も参加をさせていただきました。 

 しかし、関東から九州へ西日本を縦断する日本最大の中央構造線、中でも紀伊半島から

伊予・小松にかけてはＡ級活断層と指摘をされ、活動度は千年間で最大１０メートルと推

定されております。近年の活動記録がなく、エネルギーが蓄積されていると考えられ、要

注意活断層である。ただし、一部においては約４百年前に動いた可能性がある。この区間

が活動した場合はマグニチュード７を超える地震になると指摘をされております。美馬市

においても、Ａ級活断層が中央構造線と並んで通っており、江原南小学校の下かもしれま

せん。美馬町の喜来小学校でも、防災訓練が行われました。 

 そこで、お尋ねをいたします。地域で想定される被害が異なると思いますけれども、参

加をされた市民の皆さん方に想定をされる被害状況の説明をして、マンネリ化したイベン

ト的な訓練でなく、なお一層効果的で実践的な防災訓練をしていく必要があると考えられ

ますが、市としての見解をお聞きいたします。 

 それぞれご答弁をいただいた後、再問をさせていただきます。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 おはようございます。 

 ただ今、美馬政友会、７番、藤原英雄議員から、代表してのご質問がございました。ご

質問の内容について、順次、私からお答えをさせていただきたいと存じます。 

 まず最初に、国の予算が東日本大震災の復興に重点的に配分される中で、本年度の地方

交付税への影響はどうなのか、また中長期的な財政運営の見込みはどうなのかというご質

問でございます。 

 平成２４年度の政府予算案につきましては、現在、国会で審議をされておるところでご

ざいます。所信表明でも申し上げましたとおり、被災地復興に向けての取り組みを失速さ

せないよう、また地域社会を支える地方財政に混乱を来さないためにも、年度内の成立を

強く望んでいるものでございます。 

 議員ご指摘のように、平成２４年度の政府予算案では、一般会計とは別に、東日本大震

災復興特別会計が創設をされておりまして、３兆７,７５４億円が計上をされておるとこ

ろでございます。本格的な復興への取り組みによりまして、重点的に被災地への予算投入

が始まることで、本市といたしましても、財政への影響を懸念していたところでございま

す。 

 ご質問の地方交付税につきましては、地方交付税法に基づきまして、国が示す地方財政

計画によりまして、決定をするものでございますが、平成２４年度につきましては、政府

の財政運営戦略に定める中期財政フレームに沿いまして、地方の一般財源総額を平成２３

年度の地方財政計画と実質的に同水準となるよう確保されたことで、交付税総額は前年度

より０.５％の増となってございます。本算定は個々の市町村の人口構造などの違いがあ

りますので、一律に０.５％増というわけではございませんが、地方財政計画により、地

方財政の保障がなされたということでございますので、平成２４年度の地方交付税につき

ましては、ほぼ前年並みの金額が確保できると見込んでおるところでございます。 

 次に、中長期的な財政運営への影響でございますけれども、政府の東日本大震災復興基

本方針にございますように、平成２７年度末までの５年間の集中復興期間の事業規模は国、

地方を合わせまして、少なくとも１９兆円、１０年間の復旧・復興対策の規模は２３兆円

程度と、今後、被災地に対して巨額の財政投入が行われることとなってございます。 

 また、現下の国の財政状況は震災前から毎年度３０兆円から４０兆円台にも上る巨額の

財政赤字を計上いたしておりまして、公的債務残高が増加を続けており、財政、正に有事

に直面をいたしておる状況でございます。 

 こうした状況を踏まえてみますと、今後、地方交付税が毎年、現在の状況を確保できる

かどうかは不透明でございます。加えまして、本市の場合には平成２７年度以降、合併特

例による交付税額が段階的に減少するという大きな課題も抱えております。今後の見通し
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といたしましては、非常に厳しい状況にあるというふうに認識をいたしておりますが、一

方では社会保障と税の一体改革において、抜本的な制度の改革も検討をされております。

また、地域自主戦略交付金など、国の権限を見直し、地方の裁量拡大に向けた新たな仕組

みについても、順次移行が進んでいる状況でもございます。今後はこうした地方をめぐる

新たな制度につきまして、しっかりと情報収集を行い、的確な対応を図ってまいりますと

ともに、限られた財源を最大限有効に活用いたしまして、市民生活の向上、地域経済の活

性化に向けまして、効率的、効果的な行財政運営に努めてまいりたいと考えておるところ

でございます。 

 次に、本市の危機管理につきまして、幾つかのご質問をいただいておりますので、順次、

ご答弁をさせていただきます。 

 まず、今後、想定される地震災害による被害をどのように想定しているのかとのご質問

でございます。 

 美馬市の現在の地域防災計画では、南海地震のようなプレート境界型の地震が発生した

場合の地震の規模を、マグニチュード８.６、震度５強から６弱と想定をいたし、また県

西部で直下型の地震が発生した場合はマグニチュード７.０、震度５弱から５強と想定を

いたした計画といたしております。こうした地震による被害予測といたしましては、最大

で家屋の全壊が３９５戸、半壊が１,３５０戸というふうに想定をいたしております。 

 そこで、こうした被害を最小限に食い止めるために、本市では、木造住宅の耐震改修や

住宅リフォームに対する助成制度を創設いたしまして、民間住宅の耐震化の促進を図って

おるところでございます。また、地域の避難所でもございます学校施設の耐震化につきま

しては、国が定める基準よりも早いスピードで実施をいたしております。平成２５年度ま

でに市内すべての小・中学校の耐震化が完了する予定となってございます。 

 今後３０年以内に南海地震が発生する確率は６０％程度と言われておりますが、今後と

も民間住宅や公共施設の耐震化に取り組んでまいりますとともに、自主防災組織や関係機

関と連携をしながら、危機管理体制の充実・強化を図ることによりまして、安全なまちづ

くりの推進に引き続き、努めてまいりたいと考えております。 

 次に、東日本大震災を教訓として、どのように防災計画の見直しを行っているのか、ご

質問でございます。 

 現在、徳島県では国が進めております防災基本計画の見直しを踏まえまして、３連動地

震と直下型地震に分類をした震災対策を盛り込んだ防災計画の策定を行っておりまして、

この素案を本年６月に公表するという方針が示されておるところでございます。本市の地

域防災計画は県から示された素案などをもとに、想定される震度や被害予測の見直しを行

いまして、本格的な修正作業を行っていく計画でございますが、それまでの間におきまし

ても、本市の防災・減災体制の充実強化を図るために、可能な限り具体的な対策に取り組

んでまいりたいと考えております。本市におきましては、東日本大震災発生以降、学校施

設の耐震計画を前倒しして実施してまいりますとともに、情報通信体制の整備や被災者支

援システムの構築、災害時における応援協定の充実などに取り組んでおりますが、こうし
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た対策を更に進めることによりまして、防災計画の見直しに向けた危機管理体制の強化に

努めてまいる所存でございます。 

 次に、防災訓練についてのご質問でございますが、本市におきましては、いつ発生する

かわからない大規模地震などの自然災害に備えまして、地域防災計画に基づき、さまざま

な形態で防災訓練を実施いたしております。まず、市と自主防災組織の協働によります訓

練といたしましては、平成２０年度から各小学校区単位で実施をしており、本年度は江原

南小学校を会場として、避難訓練や炊き出し訓練などを始め、美馬青年会議所との連携に

よる親子防災研修などを実施したところでございます。 

 また、自主防災組織におきましては、地域の実情に即した独自の防災訓練を実施をして

いただいておりまして、この実施回数は平成１８年度以降、３００回を数え、延べ８,０

００人以上の方々にご参加をいただいておるところでございます。 

 大規模地震などの災害が発生した場合はまず自助、それから、共助の機能を発揮させる

ことが重要でございまして、こうした自主防災組織による防災訓練は自分たちの地域は自

分たちで守るという地域の連帯感を醸成するためにも非常に意義深いものと考えておりま

す。 

 今後とも、自主防災組織などが実施する地域主体型の防災訓練をなお一層支援してまい

りますとももに、校区単位での防災訓練につきましても、イベント化することのないよう

により効果的で実践的な訓練を目指しまして、ともに知恵を出し合いながら、訓練に取り

組んでまいりたいと考えておるところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

◎７番（藤原英雄議員） 

 議長、７番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ７番、藤原英雄君。 

［７番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎７番（藤原英雄議員） 

 それでは、それぞれご答弁をいただきましたので、最初に予算と財政状況について再問

をさせていただきます。 

 平成２４年度から国の予算が東北復興へとシフトする中で、その財源を賄うために被災

地以外の地方交付税についても削減をされるのではないかと危惧いたしておったところで

ございますが、平成２４年度については、ほぼ前年並みの交付税が確保できるというご答

弁でございましたので、少しは安堵したところでございます。 

 また、今後の財政運営については、被災地への巨額の財政投入、また危機的な国の財政

状況といったマイナス要因に加え、合併特例の終了に伴う地方交付税の減額が見込まれる

ということで、非常に厳しい見通しであるという答弁であったかと思います。本市はその

収入の大半を補助金、地方交付税といった依存財源に頼っている財政構造となっているた

め、国の動向を十分注視する必要がございます。社会保障と税の一体改革においては、年

金、医療、介護、子育ての、いわゆる社会保障４分野について、消費税の引き上げを含む
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制度の改革が議論をされているところでありますし、地域自主戦略交付金についても、平

成２５年度から一般の市町村に対象が拡大されていく予定となっているようでございます。

ご答弁をいただきましたように、こういった制度をうまく活用しながら、市民生活向上を

図るとともに、効率的な財政運営を行っていただくようお願いをしたいと思います。 

 さて、合併特例が終了をし、地方交付税が段階的に減少していくことで、財政的に非常

に厳しくなると考えられますが、合併後１０年間発行できるとなっている合併特例債につ

いて、本来は平成２７年度以降は発行できないことになるものでありますが、東日本大震

災を受け、合併特例債の発行期限を被災市町村においては１０年間、その他の市町村は５

年間、発行期限を延長する法案が昨年１０月の臨時国会に提出されていたところでありま

す。現在は継続審議になっているようで、いまだ成立はしていないようでありますが、今

国会で提出をされ、成立をするのではないかと思います。 

 そこで、お尋ねをいたします。法案が成立し、５年間の延長となれば、中長期的な本市

の財政運営にも影響を与えることになると思いますが、これについてはどのように考えて

いるのか、お尋ねをいたします。 

 次に、危機管理について、再問をさせていただきます。 

 東海、東南海、南海の３連動地震については１９４４年に昭和東南海地震が発生をして

おり、一番近い周期ですと、１００年から１５０年ですので、２０４４年までには巨大地

震が発生する確率が高いといわれております。３連動地震に誘発をされて、地震の震源域

を九州側に延伸し、新たな震源域を加えた４連動地震を想定した場合、被害は現在の想定

の倍になる可能性があるといわれております。そして、先ほども申し上げましたけれども、

吉野川北岸を通っている中央構造線、そのすぐ北側にある最大で１０メートルは動くであ

ろうと推定されているＡ級活断層で直下型地震が起きた場合、被害に強い美馬市ではあり

ますが、現在の想定の倍になる可能性があると思われます。 

 そして、吉野川上流には１,２６０万立方メートルの水を湛えた池田ダム、３億１,６０

０万立方メートルの貯水量を誇る早明浦ダムがあります。２００８年に発生をした中国四

川省大地震においては、ダムにおいて蓄積をされた水の重さにダム付近の岩盤や地質は耐

え切れず、地震を誘発した可能性があると指摘をされております。ダムが地震を誘発した

例は沢山ございますが、中でも、目に留まるものはエジプトのアスワンハイダムでありま

す。エジプトは地震があまり起こらないことで有名ですが、ダムが１９６４年完成をした

後も地震は発生しなかった。しかし、１９８１年１１月にマグニチュード５.６の地震が

発生をした。ダムが誘発した可能性が高いと指摘をされております。池田ダム、早明浦ダ

ムが仮に何らかの理由で決壊をした場合、その流域に未曾有の大惨事をもたらすことは必

至であると思われます。 

 いま一度、お尋ねをいたします。４連動地震プラスＡ級活断層の直下型地震が美馬市を

襲った場合、美馬市への影響について、お尋ねをいたします。そして、池田ダム、早明浦

ダムが決壊をした場合、吉野川周辺の想定される被害状況についてお聞きをいたします。 

 次に、防災計画の見直しについて、お尋ねをいたします。 
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 市民の生命と財産を守る防災計画が未曾有の国難、東日本大震災があったにもかかわら

ず、対応の遅い県の素案がまとまっていないので、対応していないとのご答弁であったか

と思います。想定される被害、被害に対する対応については、各自治体が把握していなけ

ればならないことであると思います。一刻も早い、美馬市独自の見直しが必要でなかろう

かと思います。市としてのご見解をお聞きいたします。 

 次に、防災訓練についてお聞きをいたします。 

 自主防災組織の結成率、独自の訓練回数、参加人員だけを取ってみますと、評価ができ

ると勘違いをされますが、防災訓練というのは市長の所信表明の中でも言われておりまし

たが、本年度は発電機等、災害機器の整備を進めると言われておりました。幾ら高度の施

設、高度な機器を配備しても、定期点検をしていなければいざというときには役に立ちま

せん。そして、訓練においては、想定外という言葉をなくし、想定される被害を参加され

る住民に周知をして、想定される被害に合った効果的で実践的な訓練でなくてはならない

と思います。いま一度、市としてのご見解をお聞きいたします。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ７番、藤原議員の再問につきまして、私からは危機管理につきまして、ご答弁をさせて

いただきたいと思います。 

 池田ダムや早明浦ダムが決壊した場合、吉野川周辺でどの程度の被害が想定されるかと

いうご質問でございますけれども、我が国のダムは貯水池の水圧、またダム本体の自重と

ともに、地震が発生した場合に受ける力も考慮して設計をされてございまして、土木施設

の中でも特に高い安全率が設定をされてございます。 

 早明浦ダムにつきましては、平成１５年度に南海地震の地震動を想定して、管理を行っ

ております水資源機構が耐震性の検討、調査を実施したところ、耐震性は十分有している

ということが改めて確認をされたところでございます。更に、内陸直下型で最大震度７を

観測いたしました新潟県中越地震や最大震度６強でありました岩手・宮城内陸地震におき

ましても、池田ダムや早明浦ダムと同型の重力式コンクリートダムには被害が発生をして

おらず、その安全性が確認をされておるところでございます。議員のご質問の池田ダムや

早明浦ダムが決壊した場合の被害想定につきましては、国等からデータが示されておりま

せんが、市といたしましては、市民の安全・安心をしっかりと守るという観点から、県や

関係機関と連携をいたしまして、国や水資源機構に対し、ダムの安全性の再評価を十分に

行うよう要請をしてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、防災計画につきまして、一刻も早い見直しが必要ではないかとのご質問でござい

ます。 
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 連動型の地震やまた直下型の地震などによりまして、想定される地震の規模や被害予測

につきましては、専門的な知識が必要でございまして、この部分につきましては、県から

示される素案などをもとに見直しを行ってまいりたいというふうに考えておりますが、地

域防災計画には災害予防計画や、あるいは応急対策計画、復旧・復興計画など、分野別に

個別の計画が示されてございます。こうした個別の計画につきましては、避難施設の耐震

化や情報通信体制の整備を始め、要援護者対策や災害時応急応援協定の充実を図ってきた

ことを反映いたしまして、順次、見直しを進めておるところでございます。 

 防災計画の見直しにつきましては、市独自で行うべき部分と関係機関との連携が必要な

部分がございますが、市民の命と財産を守るという強い危機管理意識のもとに、私自らが

先頭に立ちまして、引き続き、全庁的な取り組みとして、進めてまいりたいというふうに

考えてございます。 

◎企画総務部長（岡田芳宏君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 企画総務部長、岡田君。 

[企画総務部長 岡田芳宏君 登壇] 

◎企画総務部長（岡田芳宏君） 

 それでは、私の方から合併特例債の発行期限の延長につきましてのご質問につきまして

のご答弁をさせていただきます。 

 先ほど、議員ご指摘のとおり、合併特例債は合併後１０年間にわたって発行が認められ

ている有利な起債でございまして、東日本大震災を機に被災した市町村の復興優先と被災

地以外の市町村における防災施設等の見直しなど、その実情に鑑み、昨年１０月の臨時国

会におきまして、被災市町村は１０年間、その他の市町村におきましては５年間、合併特

例債の発行期限を延長するという法案が提出されたところでございます。 

 合併以降、本市におきましては、新市まちづくり計画に基づきまして、合併特例債を財

源といたしまして、さまざまな基盤整備を進めているところではございますが、合併直後

の危機的財政状況から、これまでできるだけ事業量を抑制してきたこともありまして、今

後、公共施設の再編や耐震改修など、多くの行政需要に対応していかなければなりません。

また、平成２７年度以降、地方交付税が段階的に減少していく状況に加え、有利な合併特

例債の発行終了により、道路事業等の大幅な減少が予想されることで、市内経済へ大きな

打撃を与えるとともに、財政運営が再び悪化する懸念がございました。 

 こうした中、今回の５年間の延長という措置は定められた発行期限の最終年度付近への

集中発行を抑制し、起債発行の平準化が可能となることで、後年度の財政悪化を防ぐとと

もに、より多くの行政課題に対応していくことができるものと考えております。そうした

意味では、今回の延長法案は大変評価できるものであり、法案成立後におきましては、有

効に活用してまいりたいと考えております。 

 しかしながら、たとえ有利な起債といえども、無計画な発行は将来の財政運営を悪化さ



－１３－ 

 

せる要因となりますので、一昨年２月に策定をいたしました平成２７年度以降の財政運営

指針の健全化目標を念頭に置きまして、今後とも計画的、効果的な発行を心がけてまいり

たいというふうに考えております。 

 次に、防災訓練につきまして、地域の実情に即した実践的な訓練を行う必要があるので

はないかというふうな再問につきまして、ご答弁をさせていただきます。 

 美馬市におきましては、中央構造線が東西に走る市の北部地域と急傾斜地の多い市の南

部地域、また平野部と中山間地域など、さまざまな地形がございます。こうした中で、市

の北部地域におきましては、中央構造線の活断層を震源とする直下型の地震も心配をされ

ており、また市南部の山間地域におきましては、台風等の風水害により、土砂崩れや山腹

崩壊などの発生する危険箇所が数多く点在をしております。防災訓練につきましては、こ

うした地域の実情も踏まえ、自主防災組織と連携をしながら、効果的な訓練となるよう更

に工夫を凝らしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお

願いを申し上げます。 

◎７番（藤原英雄議員） 

 議長、７番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ７番、藤原君。 

［７番 藤原英雄議員 登壇］ 

◎７番（藤原英雄議員） 

 再問のご答弁をそれぞれいただきましたので、最初に当初予算と今後の財政状況につい

ては、ご答弁は求めませんが、私なりにまとめをさせていただきます。 

 合併特例債の発行期限の延長については、今後、庁舎を始めとする公共施設の再編や防

災対策など、多くの財源を必要とされる事業が残されており、これらへの対応を考えると、

５年間の期間延長という措置は歓迎すべきものではないかと思います。しかしながら、ご

答弁にもありましたように、有利な起債といえども、多額の発行は財政運営の硬直化を招

くことになりますので、十分配慮して活用を図るよう要望し、この件についての質問を終

わりたいと思います。 

 次に、危機管理について再々問をさせていただきます。 

 池田ダムや早明浦ダムの安全性の再評価については、県や関係機関と連携をし、国や水

資源機構に要請するとのことでございましたが、先般の徳島新聞に、池田ダムについて県

がこのための協議会を立ち上げるという記事が掲載されておりました。この協議会は大規

模地震により、ダムが決壊するという懸念が強い周辺住民の不安解消を図るために、ダム

の安全性を検証し、今後の対策を検討するために、県が関係機関に呼びかけ、設置するも

のと伺っております。県は三好市にこの協議会への参加を呼びかけるということでござい

ますが、万一、池田ダムが決壊したならば、三好市だけではなく、我が美馬市にも甚大な

被害が発生することが予想されます。池田ダムの現状や今後の防災・減災対策に向けての

情報収集を行うためにも、県に働きかけ、美馬市もこの協議会に参加をする必要があると
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思いますが、市のお考えをお伺いいたします。 

 ご答弁をいただいて、美馬政友会を代表しての質問を終わりとさせていただきます。ご

清聴ありがとうございました。 

◎市長（牧田 久君） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 美馬政友会代表質問、藤原議員の再々問にお答えをいたしたいと思います。 

 県が進めております池田ダムの防災・減災対策協議会に美馬市も参加すべきではないか

とのご質問でございます。 

 先ほども申し上げましたとおり、過去の直下型の大地震や先の東日本大震災におきまし

ても、池田ダムと同型式のダムでは直接的な被害はなかったというふうな報告がされてお

ります。しかしながら、３連動地震などを想定した地震対策といたしまして、池田ダムの

安全性を更に検証してまいりますとともに、想定外の事象もあり得るという震災の教訓を

踏まえまして、市民の皆様が抱える不安の解消を図っていくことは当然、我々行政の役割

でございます。池田ダムとかかわりの深い自治体として、安全で安心なまちづくりを進め

ていくためにも、この協議会に参加できるよう県に要請いたしまして、関係機関と緊密な

連携を図りながら、防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 質問者に申し上げます。具体的に中央構造線、それから、ダムについての中央構造線と

連動の質問がありましたけれども、答えが一般的に総論的に答えた答えでよろしいんです

か。質問は具体的にあったんですが、よろしいんでしょうか。 

（「結構です」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、美馬政友会の藤原英雄君の代表質問を終了いたします。 

 続いて、とり行いたいと思います。 

 次に、和考会の三宅共君より通告が出されておりますので、これを許可いたします。 

◎１５番（三宅 共議員） 

 １５番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅共君。 

［１５番 三宅 共議員 登壇］ 

◎１５番（三宅 共議員） 

 議長のお許しがございましたので、和考会を代表して、質問させていただきます。 
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 牧田市長を始め、管理職職員の皆様は市政繁栄に日々ご苦労されておりますことに敬意

を表する次第でございます。 

 さて、昨年２月にニュージーランドで起きた地震で富山市の外国語専門学生１２名を含

む１８５人が犠牲となりました。その悲しみの中、２０日後の３月１１日には東日本大震

災が発生し、地震、津波、そして東京電力第一原発の事故と東北地方に大きな被害となり

ました。９月には１２号台風、１５号台風で近畿地方に多くの被害が出ました。自然災害

の恐ろしさを見せられた年になったと思います。被災を受けられた皆様には心からお見舞

いを申し上げ、犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。災害のないことと早

い復旧、復興を願うばかりでございます。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 日本ジカによる被害は１０年くらい前から多く出るようになりました。日本ジカの徳島

県内の生息数は１１年度の時点で調査の結果、２万５,０００頭と言われております。農

林業、特に農作物被害が急増しております。果樹の新芽や野菜類が食べられ、荒らされた

り、また、剣山周辺の希少植物の被害も多く、食害が後を絶たない状況でございます。 

 徳島県では２万５,０００頭から９,４５０頭まで減らすと言われております。西部県民

局では、つるぎ町一宇の剣山スキー場で餌付けして、おびき寄せ、猟銃で狙撃し、群れの

全滅をねらう手法で駆除すると２月１１日付の徳島新聞で報道されています。 

 また、猟友会で有害鳥獣駆除で捕獲されておりますが、個体調整だけではなく、シカ肉

の有効活用が大切ではなかろうかと思います。幸いにして、美馬市におきましては、平成

２２年度にシカ肉加工施設を木屋平に整備していただき、木屋平地区猟友会が管理・運営

をし、主に木屋平地区の施設で料理として提供をされておりますが、木屋平地区では年間

３００頭を超すシカを捕獲しております。このシカ肉は料理、または肉として、現在まで

１００キロほどしか販売されておりません。その大方は処分されております。３月２日の

県議会でも、一般質問でシカ肉を活用したジビエ料理の普及・促進について質問されてお

りました。飯泉知事の答弁は処理加工施設を、現在の２カ所より１４年度までに５カ所を

目標に増設し、またシカ肉を提供する飲食店を「うまいよジビエ料理店」として、１４年

度までに３０店舗を目標に認定するとの答弁でした。徳島県もシカ肉の普及・促進に積極

的に取り組まれております。私は、年間にわたり捕獲されたシカ肉がジビエ料理だけでは

消費できないと思います。 

 そこで、お伺いします。シカ肉を活用した缶詰や佃煮等、長期保存できるものを作り、

新たな美馬市・徳島県の特産品として売り出してはどうでしょうか。地域の活性化にも大

いにつながると思います。市長のご所見をお伺いいたします。 

 次に、国道４９２の施設の改善についてお尋ねいたします。 

 これから春の桜、そして、夏山の観光シーズンとなります。車の通行量も多くなります。

安全に通行できるよう、施設の改善についてお伺いいたします。 

 穴吹町と木屋平の境です。川瀬橋の間の対向車を知らせる電光掲示板の復元についてで

ございます。この４９２号、木屋平間にこのような同じものが３カ所ございます。いずれ
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も道路が狭いため、対向車の接近表示システムです。２カ所は順調に作動して、対向車も

スムーズに行っております。この穴吹町と木屋平の境より、川瀬橋の間の対向車を知らせ

る表示板が設置をされてから、正常に作動した期間はわずか６カ月ぐらいかと思います。

現在は調整中とされ、長期間そのままです。この調整ができるのか、お伺いをいたします。 

 次に、連絡バスの竹屋敷バス停より５０メートル上の落石防護柵についてお伺いいたし

ます。 

 この防護柵は平成１６年の台風で道路上の杉の倒木で、このときに建てられたものでご

ざいますが、そのときは危険だったと思いますが、その後７年が経過しておりますが、落

石もありません。そして、上部の山も緑に茂っております。そして、その防護柵の上にも、

ストーンガードがありまして、そこに落石等が止められる状況となっております。Ｈ鋼で

できておるもんでございますが、１７本、２.５メートル間隔、高さは５メートルもあろ

うかと思います。このＨ鋼が腐食して、高いところから鉄の破片が落ちています。大変な

危険な状態です。道路の幅も１メートルも狭くなっており、上部の工事をするのか、そう

でないのなら、Ｈ鋼の撤去を要望します。 

 お尋ねいたしまして、私の質問とさせて、ご所見をお伺いいたします。 

◎市長（牧田 久君） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 和考会代表をしてのご質問でございます、１５番、三宅共議員のご質問にお答えをいた

したいと思います。 

 シカ肉の普及販売について缶詰や、あるいは佃煮等、長期保存ができるものを作って、

新たな美馬市の特産品としてはどうかというご質問でございます。 

 現在、美馬市におきましては、シカの生息数の増加に伴う、農作物への被害を減少させ、

捕獲を促進するために、また駆除したシカの肉を特産品として有効利用するために木屋平

地域にシカ肉等処理加工施設を整備いたしたところでございます。施設の管理・運営につ

きましては、美馬市木屋平地区猟友会に行っていただいており、昨年９月から運営を始め、

現在までに３０頭を処理し、約２００キログラムの肉を加工して、主に木屋平地域内の飲

食店や宿泊施設でコロッケ等の料理として提供をされておりますが、十分な消費拡大につ

ながっているとは申せません。 

 今後、シカ肉の消費拡大を積極的に推進をする必要があります。ご質問にございますよ

うに、長期保存のできる缶詰や佃煮等に加工し、土産品として新たな美馬市の特産品とす

る方法も大変有効な手段の一つであるというふうに考えられますので、今後は先進地にお

ける事例等につきましても、調査研究を行ってまいりまして、課題等を洗い出してまいる

検討をしてまいりたいというふうに考えております。 
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 更に、徳島県においても、シカ肉を普及させるために、シカ肉を提供する飲食店をジビ

エ料理店として、３０店舗を目標に認定を行っていくという計画と聞いておりまして、販

路拡大に積極的に取り組んでいただいております。県と連携を十分に図りながら、今後、

ご提案のことも含めて、検討してまいりたいと考えてございます。 

◎建設部長（武田季三君） 

 建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 建設部長、武田君。 

[建設部長 武田季三君 登壇] 

◎建設部長（武田季三君） 

 続きまして、１５番、三宅共議員さんの国道４９２号線に設置された車の進入を知らせ

る電光掲示板の復元及び落石防護柵の撤去に関するご質問でございますが、いずれの施設

も国道に設置された施設であり、設置者は徳島県でございます。このため、県へ現在の状

況と今後の方針について問い合わせをいたしましたところ、まず、電光掲示板についてで

ございますが、この装置は対向車接近表示システムと呼ばれるもので、国道４９２号線に

おいて、平成１８年から平成２１年にかけて設置されたものであります。ご質問の川瀬橋

付近に設置された装置につきましては、誤作動が報告されたため、いったん機能を停止し、

点検、修理を行ったところ、再度、誤作動が発生したため、現在、メーカーにより原因究

明を行っております。平成２４年度には機器の修繕などについて検討を行うこととしてい

るとのことでございます。 

 次に、竹屋敷の防護柵についてでありますが、この箇所については、平成１６年の災害

により、上部斜面が不安定となり、崩落した土砂が道路に堆積したことから、当時の脇町

土木事務所において、仮防護柵を設置したものであります。現地は県が管理する地すべり

防止区域でありますが、詳細調査の結果、地すべり対策事業実施については、広範囲に用

地が必要であったことから、地権者の了解が得られず、現在に至っているとのことであり

ます。県の見解は現状では新しい兆候は見られないものの、継続した調査が必要であり、

仮防護柵の撤去は困難である。しかしながら、仮防護柵の老朽化が著しいことから、平成

２４年度において修繕を行うとともに、パトロールを継続し、安全確保に努めたいとのこ

とであります。 

 以上のことから、市といたしましては、国道４９２号線は木屋平地区の生命線であると

して、今後とも県に対しまして、道路交通の安全確保について強く要望してまいりたいと

考えております。 

◎１５番（三宅 共議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 三宅共君。 

［１５番 三宅 共議員 登壇］ 
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◎１５番（三宅 共議員） 

 それぞれ答弁をいただきました。 

 国道のこのシステムの分につきましては、早期の回復を強くまたお願いをしていってい

ただきたいと思います。 

 そして、Ｈ鋼の分、防護柵、本当に危険なんです。下でちょっとさわるだけで、鉄粉が

ぱさーっと来る。ものすごい重量感で落ちてきます。もう腐食してしまっておるとか。そ

れは私だけでしたら、いかんので、残しておりますので、まず確認して、県の方へも早い

改善をお願いしてください。通行中の人が傘で触って、その傘が破れたそうです。そうい

うことを聞きましたので、この質問に入れさせていただきましたので、安全のために是非

とも早期の対策をお願いしたいと思います。 

 そして、シカ肉の缶詰とか二次製品加工を、市長、先進地は我が市と姉妹都市の北海道

新ひだか町です。私も先般、２月６日、７日と行って、そこのシカ肉の処理されておると

ころを視察させていただきました。そこはエゾシカなんですね。北海道には６万５,００

０頭のエゾシカが、それも有害駆除として、今１頭について美馬市は１万円ですが、北海

道の新ひだか町の方は８,０００円を出して、そうした中で、やっぱりその肉がもったい

ないということで、その生肉そのものはなかなか商品化が難しい。ただ、そこは東京の方

にも月に１００キロぐらいは注文があって、しておりますが、なかなか間に合わないとい

うことで、二次製品にしたところ、缶詰、佃煮、それから燻製、そういうものが非常に好

評で、観光協会を通じて販売をし、また、ホテル等でも販売をしております。ただ、一番

身近な姉妹都市の新ひだか町、そういうことを通じて、今後、もっと交流を深めていただ

いたらいいと思います。本当にこの許可を取るまでに、そこの新ひだか町の担当者職員が

１人ついて、１年半かかったらしいです。というのが、家畜でないということで、法律的

にもなかなか難しいもんがクリアできなかったというんで、その許可が下りて、立派に缶

詰、佃煮、燻製を北海道全域に販売されて、新ひだか町の特産品として大いに地域の活性

化につながっております。是非とも、こういうもんをお願いして、私の質問を終わります。 

 もう一つよろしいですか。将来的にこのシカ肉も学校給食等にも使っていただくように

要望いたしまして、お答えは求めません。 

 以上、私の質問を終わります。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 答弁はよろしいんですか。 

（「結構です」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 そうですか。いや、学校給食にという要望がございましたが、それは構いませんか。 

（「将来的で、大まか。結構でございます」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、和考会の三宅共君の代表質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 
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 議事の都合により、これで５分間程度休憩をいたしたいと存じます。５分間程度でござ

いますから、直ちにお集まりいただけますようにお願いを申し上げたいと思います。 

小休 午前１１時１１分 

                                         

再開 午前１１時１８分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 引き続き、会議を開き、代表質問を続行いたします。 

 相和会、上田治君。 

◎４番（上田 治議員） 

 はい、４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 上田君。 

［４番 上田 治議員 登壇］ 

◎４番（上田 治議員） 

 ただ今、議長より許可をいただきましたので、相和会を代表して３点ほど質問をさせて

いただきます。 

 質問に入ります前に、平成２２年１２月議会で質問をいたしました中山間地域の幹線道

路、沿線の支障木の伐採について一言御礼を申し上げます。 

 このことにつきましては早速、市当局と市消防団の幹部の方の話し合いによりまして、

消防団の皆様方と各集落から２名程度の市民の方々のボランティアで伐採作業をしていた

だくことになりました。既に平成２３年の春と秋の２回にわたり、作業をしていただきま

して、見通しがよくなり、周囲も大変明るくなりました。また、冬の積雪も早く解けまし

て、交通事故の発生を未然に防ぐことができますとともに、大型車両も安心して通行でき

るようになり、大変感謝をいたしております。私も市民の一人として、作業に参加をして

おりますが、今年も既に３月中旬に３回目の作業をしていただくことになっております。

市当局と消防団の皆様方、また集落から参加をされる皆様方に大変感謝を申し上げますと

ともに、一言御礼を申し上げます。今後ともまだ残っている区間に対しまして、よろしく

お願いを申し上げます。 

 それでは、通告の質問に入らせていただきます。 

 第１点目の過疎対策についてお聞きをいたします。 

 現在、日本は少子高齢化社会となり、それに伴う過疎化は東京等、一部の大都市を除き、

ほとんど全国的に過疎化に拍車がかかっている状況となっております。もはや、過疎化と

一言では言い切れないほどの、人類がかつて経験したことのない人口の激減社会が到来す

ると言われております。２０１０年の国勢調査によりますと、日本の総人口は１億２,８

０６万人となっておりますが、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所の試算により

ますと、２０４０年からは毎年人口が１００万人以上減少し、今から５０年後には総人口

が８,６７４万人と、約４,０００万人が減少すると言われております。そして、その内訳
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は若年人口が７９１万人で９.１％、生産年齢人口が４,４１８万人の５０.９％、高齢人

口が３,４６４万人の３９.９％になると言われております。 

 また、国勢調査のデータをもとにして、２０００年と２０５０年の各都道府県の人口を

推計し、比較しますと、徳島県はワースト１３位の中に入り、人口が５０％減となり、約

８０万人余りから４０万人になると推計されます。しかも、その少ない人口は仕事を求め

て、都市部へ集中し、人がいるのは県庁所在地だけとなり、あとは無人地帯が広がり、県

単位で限界集落のような状況になると言われております。国土交通省が昨年出した国土の

長期展望によりますと、人口減少により、各地の荒廃が危惧され、２０５０年までに現在

居住区域の２０％が無居住化とする恐れがあると言われております。ワースト１３位と、

それに続く県では４０％の無居住区化が起こると思われます。 

 美馬市の人口は合併当初の平成１７年３月１日現在では３万５,２９５人でしたが、平

成２４年の２月１日現在の約７年間で３万２,３４３人と８.４％の約３,０００人が減少

しております。人口が３分の２に激減することは年金等社会保障費の大幅カット、医療費

の負担金の増大、破綻する社会を支えるための重税の苦しみ、行政コストの増加と地域扶

助力の低下、自治体の税収面での未収や道路、橋、電気、鉄道、水道、ごみの収集、消防

等のインフラが甚だしく低下するとともに、農地や森林の荒廃が進み、洪水や土砂崩れに

よる耐性が著しく低下すると思われます。 

 本来、国が抜本的な施策を講じなければならない問題ですが、地震と津波、原子力発電

所等の問題もあり、その復興に赤字国債の発行と増税等により、辛うじて国民生活を保っ

ている現状ではそれも難しいと思われます。このような問題を市町村に求めることは厳し

いことかもしれませんが、最初に影響を受けるのは過疎化の進んでいる市町村の自治体で

ありますので、今後、美馬市として過疎化対策についてどのような対策を考えておられる

か、お伺いをいたします。 

 次に、第２点目の深層崩壊についてお伺いをいたします。 

 今から、約２年６カ月前の平成２１年８月に、台湾において発生しました台風によりま

して、かつてなかったような大災害が発生し、日本流に読みますと、高雄県甲仙郷小林村

と読むかと思いますが、その集落が学校もろとも土石流に飲み込まれ、死者・行方不明者

約４００名以上で、生き残った人はわずか数人だったと言われております。また、その下

流域十数キロメートルにわたりまして天然ダムが１８カ所形成され、甚大な被害を及ぼし

たとのことでありました。今までの崩壊は地表の浅いところでしたが、そのときの崩壊は

地下５、６０メートルの岩盤が約１千年ぐらいの年月を経て、地圧の影響を受けて砕かれ

まして、そこへ台風による集中豪雨が降ったために、土石流となって、下の集落を襲った

ということによる大災害だったということでした。 

 この災害には、日本からも関係機関の専門家が調査に訪れ、台湾の当局者と一緒になっ

て調査したことがテレビ等で放映されておりました。この調査により、日本でも国土交通

省河川局砂防部砂防計画課が調べた結果、日本各地で台湾と同じような状況が多数見つか

り、国では事の重大さに鑑み、各都道府県へ深層崩壊に関する全国マップと資料を作成し、
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各県へ送ったと、あるいは送ると聞いております。また、県では国から送られてきたもの

を市町村へ送ると聞いておりましたが、県から市へ届いているかどうか、お伺いをいたし

ます。また、届いているとすれば、その活用についてどのように考えておられるか、お尋

ねをいたします。 

 次に、第３点目として、農林業と特産物の振興についてお尋ねをいたします。 

 このことにつきましては、平成２２年の１２月議会で質問をいたしましたが、市ではそ

の後、特産物の開発について鋭意努力をされておることと思います。 

 また、有害鳥獣の防護柵を国の補助事業で導入するとともに、荒廃農地の活用を図るた

め、薬草栽培の振興とその導入について前向きに取り組まれており、時代に合った振興を

されておりますが、特産物化、もしくはそうでなくても、反収の高い作物で高齢者の耕作

できる作物の選定が大事であると思います。何かほかにも振興策を考えておられるか、お

伺いをいたします。 

 また、有害鳥獣の防護柵の導入には、農家にとって、大変喜ばれておりますが、まだこ

のような事業を後で知った集落や量的にまだ足りない集落もあるように聞いております。

今後、そのような集落への補完的に導入される予定があるかどうか、お伺いをいたします。 

 以上、回答をいただきまして、再問いたします。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 相和会を代表して、４番、上田治議員からご質問がございました。私から３点について

お答えを申し上げたいと思います。 

 まず第１点目の過疎対策についての市の取り組みでございますけれども、ただ今、議員

からもご指摘がございましたように、過疎対策は大変、今、美馬市だけではなくて、国全

体にとりましても、大変困難な、しかも、また喫緊の緊急を要する課題でございます。こ

の中で、今まで過疎対策事業として、約１００兆円程度のお金を投入して、過疎対策を国

全体で進めてまいったといわれておりますけれども、その間、過疎化がとどまることはな

かったわけでございまして、どんどん人口減少で過疎化が進んでいるという実態でござい

ます。我が国にとりまして、大変難しい総合的な社会問題であろうと思います。美馬市と

しても、そんな観点ではなくて、もうできることを何とか過疎対策として、進めていこう

ということで、進めてまいっておるというのが実態でございます。厚生労働省の先ほどの

人口問題研究所がまとめました人口推計では、どんどん日本の国の人口が減っておりまし

て、女性が１年間に産む子供の数が１.２から３ぐらい前後しているということで、本来

は２.１を超さないと、人口は再生できないわけですけれども、どんどん減少してきてお

ります。 



－２２－ 

 

 美馬市におきましても、２０３５年には美馬市の人口は現在の約３万２,５００名から

２万２,０００人になるというふうに推計をいたしております。また、高齢化率は４２％

を超えるということで、推計をいたしておるところでございます。本市におきましても、

過疎対策の自立促進計画というのを策定いたしまして、市民生活に密着をいたしました各

種インフラ整備を始め、集落の整備やまた地場産業の振興、少子高齢化対策など、ハー

ド・ソフト両面からさまざまな事業に取り組んでおるところでございます。 

 これまで過疎対策といたしまして、実施してまいりました主なハード事業といたしまし

ては、地域の情報通信基盤の整備、また市道や農林道、そして下水道の整備、観光施設や

消防・防災施設の整備などがございます。こうした取り組みによりまして、整備をいたし

ました社会基盤はいずれも市民生活に欠くことのできない重要な役割を果たしてまいって

おります。しかしながら、それでもなかなか人口の減少が止まらないというのも実態でご

ざいます。また、ソフト事業といたしましては、みまっこ医療費助成事業やケーブルテレ

ビによる自主放送番組の作成、また、プレミアム付き商品券の発行などの取り組みを進め

てございます。本市独自の子育て支援や情報化の推進、更には地域経済の活性化を図って

まいるということで、そういう取り組みもいたしてきております。 

 少子高齢化の急速な進展、これは人口の減少が正に歯止めがかからないという状況でご

ざいますけれども、産業振興や生活環境の整備、地域コミュニティの活性化など、地域と

行政が一体となって、できることのさまざまな取り組みを積み重ねていくことによりまし

て、過疎地域の課題解決や、あるいは自立の促進につながるという認識のもとに現在も事

業を実施をいたしておるところでございます。 

 特に本市におきましては、市民と行政の新たなパートナーシップ事業として、まほろば

のまちづくり推進プログラムを新年度からスタートさせる計画でもございます。こうした

共創と協働による取り組みをなお一層推進してまいりますとともに、過疎地域の自立促進

計画を始め、美馬市が作っております総合計画に基づきまして、これらの施策を一つ一つ

実行していくということによりまして、地域の特色や、あるいは地域の振興に役立つまち

づくりを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 次に、深層崩壊に関する全国マップについてのご質問でございます。 

 このことにつきましては、先ほど議員からもご紹介が、外国の事例等もございました。

平成２２年８月に国土交通省が深層崩壊に関する調査の第一段階として、過去の発生事例

から得られた情報をもとに日本の深層崩壊の推定頻度に関する全国マップを作成いたしま

して、公表をしているところでございます。深層崩壊と申しますのは、大雨などの影響に

よりまして、土の層、土層の表面だけでなくて、土層深部の地盤までもが崩れ落ちる現象

でございますが、この全国マップは明治期以降に発生をいたしました崩壊土砂量が１０万

立米以上と記録をされております１２２件の事例をもとに分析を行いまして、全国の深層

崩壊の発生頻度を推定いたしたものでございます。 

 しかし、この全国マップは簡易な調査によりまして、深層崩壊の相対的な発生頻度を推

定したものでございまして、地域レベルの危険度を示す精度を有していないことから、国
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土交通省からは深層崩壊の未解明な部分につきまして、今後更に調査を行い、関係自治体

とともに警戒対策の検討を進めるようにするというふうに伺っているところでございます。 

 昨年９月に西日本を直撃いたしました台風１２号は深層崩壊とみられる大規模な土砂災

害を各地で発生させまして、特に紀伊半島を中心に甚大な被害をもたらしました。近年の

異常気象に伴います記録的な豪雨によりまして、深層崩壊の危険性が高まっているという

ふうに言われております。山間急傾斜地を数多く抱える本市におきましては、深層崩壊な

どを視野に入れた土砂災害などへの対策が極めて重要でございますので、今後とも国や県

と緊密な連携を図りながら、しっかりとした危機管理体制の整備に取り組んでまいりたい

と考えております。また、避難場所の見直しにつきましては、地域の実情や施設の耐震性

などを踏まえまして、十分に検討を行いながら、現在、修正作業を進めております地域防

災計画の中に反映をさせてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、農業振興ということで、特産品等、反収の高い作物の選定、また、有害鳥獣の防

護柵の今後の導入予定についてのご質問でございます。 

 本市の農業の現状は、全国的な農産物の価格の低迷によります農業所得の減少によりま

して、新規就農者の減少、農業を担う従事者の高齢化、担い手の減少、耕作放棄地の増加

など、農業を取り巻く情勢は非常に厳しい状況となってございます。このような情勢の中

ではありますが、本市におきまして、農業は基幹的産業であることに変わりはございませ

ん。食糧自給率の向上や安全・安心な食糧の供給、更には環境面での多様性について維

持・継続をしていかなければならないものでございます。 

 特に農業により、主な収入を得、生活の糧としてこられました高齢化した農業者にとっ

て、収入の減少は切実なものでございます。収入の面で考えてみますと、労働集約型のナ

スやトマト、ピーマン、エンドウ等の野菜、作物が考えられますが、こうした野菜を生産

するためには多くの労働力を要しますことから、高齢者には非常に厳しいものとなってま

いります。現在、本市におきましては、中山間地域の、特に高齢者にとって農作業に負担

のかからない軽量で収益性の高いミニトマトやサヤエンドウなどの野菜を、少量・多品目

生産し、産直市等を利用して、販売するという取り組みも行っているところでございます。 

 そういった中で、中山間地域を中心に栽培をされてまいりました葉たばこの生産が終了

いたしまして、安定した収入の確保が難しくなってきたこともございまして、今回、薬草

を契約栽培することによりまして、安定した所得が得られないかと勉強会を始めたところ

でございます。今後、更に栽培内容や条件等につきまして、精査をいたしました上で、製

薬業者と生産者との間の調整を図りながら、今後、こういう事業も推進をしてまいりたい

というふうに考えておるところでございます。 

 また、薬草栽培の将来性等を検証することも含めまして、徳島大学の薬学部の高石教授

にご指導をいただきながら、美村が丘の総合交流宿泊施設の農地を利用いたしまして、薬

草の実証展示圃を設置をいたしておるところでございます。そして、薬草を利用した薬膳

料理や薬草粥の取り組みについても検討をいたしておるところでございます。今後とも、

関係機関のご協力をいただきながら、広く情報収集を行い、高齢者が安定的、持続的に農



－２４－ 

 

業生産活動が営める手法について、これからも手法がどういうものであるかということに

つきまして、これからもしっかりと模索をしてまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 次に、第２点目の有害鳥獣の防護柵の導入についてのご質問でございますが、有害鳥獣

の被害は全国的に増加の一途をたどっていますが、本市におきましても、イノシシ、シカ、

猿による農林産物の被害報告が多くなされております。その対策といたしまして、猟友会

に皆さんに依頼をいたしまして、捕獲や、あるいは駆除にも努めているところでございま

すが、鳥獣の頭数があまりにも多く、十分な効果を上げているとはいえない状況にござい

ます。 

 鳥獣の被害防止の個人的な防御策といたしましては、トタンやネット、そして電気柵等

を設置いたしまして、対応したわけでございますが、本年度におきましては、国の鳥獣被

害防止対策事業として約５,０００万円が交付をされまして、地域で農業の取り組みを行

っている被害の多い地域を中心に侵入防止柵の材料支給を行ってまいりました。しかし、

まだ十分なものとは言えないことから、平成２４年度におきましても、引き続き、国に予

算要望を行っているところでございます。今後も、鳥獣の被害の対策につきましては、中

山間で暮らす地域の方々にとっては、大変深刻な問題でございますので、その手法も含め

まして、対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

◎４番（上田 治議員） 

 ４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 上田君。 

［４番 上田 治議員 登壇］ 

◎４番（上田 治議員） 

 ただ今は丁重なる回答をいただきまして、ありがとうございました。 

 第１点目の過疎対策につきましては、人口の減少を食い止めることが何よりでございま

すが、現在の人口構成比率は逆ピラミッド状態であり、ますます人口の減少が加速の傾向

にあり、地方自治体にとりましては至難の問題ですが、今後とも英知を結集して、取り組

まれますようよろしくお願いをいたします。 

 第２点目の深層崩壊につきましては、現状では簡易な調査であり、国土交通省では未解

明な部分を今後、更に調査するとともに、関係自治体とともに警戒対策を進めるとのこと

でございましたが、今後の調査結果が早急になされ、該当地域や市民へ周知されますよう

よろしくお願いをいたします。 

 第３点目の農林業の振興につきましては、今後とも一層地道に取り組まれますようお願

いをいたします。 

 鳥獣被害防止対策事業については、本年も国へ要望を行ったとのことで、安心をいたし

ました。このことにつきましても、よろしくお願いをいたします。 
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 以上で、私からの質問はまとめとさせていただきまして、終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 答弁は要らないんですか。 

（「結構です」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 そうですか。 

 以上をもって、相和会の上田君の質問を終結いたします。 

 以上で、通告による代表質問は終わりました。これをもって、代表質問を終結いたしま

す。 

 ここで、議事の都合により、昼食のため、休憩をいたします。再開は１時といたします

ので、よろしくご参集をいただきますようにお願い申し上げます。 

小休 午前１１時４６分 

                                         

再開 午後 ０時５６分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 日程第３、市政に対する一般質問をとり行いたいと存じます。 

 通告につきましては、お手元にご配付の一般質問一覧表のとおりであります。 

 通告の順序に従いまして、順次、発言を許可いたします。 

 初めに議席番号１７番、前田良平君。 

◎１７番（前田良平議員） 

 議長、１７番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 前田君。 

［１７番 前田良平議員 登壇］ 

◎１７番（前田良平議員） 

 ただ今、議長より、質問の許可をいただきましたので、次の２件につき、質問をさせて

いただきます。 

 まず最初に、美馬市の農業施策についての質問でございますが、私自身、長年、農業を

営んでまいりましたが、農産物の価格低迷やＴＰＰ加盟問題などによって、近年の農業諸

情勢は厳しさの一途をたどっておるところを実感しております。そのような緊迫した中で

の質問でありますので、市当局の明確な答えと農業経営に対して、明るく、希望の持てる

ような道程をお示しいただけるようお願いするところでございます。 

 さて、本市の営農状況を考えてみますと、大きく分けて三つに分類することができます。

一つは平たん地の水田、つまり、水稲作を柱とする営農形態、二つ目は中山間地域におけ

る畑作を中心とした形態、そして、三つ目が畜産などの子牛農家以外を営む形態であろう
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かと思います。それら、すべてについて多くの課題を有しているところはご承知のとおり

だと思いますが、ここでは平成２３年度から本格実施されております農業者戸別所得補償

制度について、どのような推進をし、どれだけの所得向上への効果があったか、そして、

今後、どのように広めていくかについてお伺いいたしたく思います。 

 農林業センサスなどの統計資料では美馬市の子牛農家の中心はやはり水稲作で、いわゆ

る米の栽培が中心であります。また、経営形態も、専業農家よりも兼業農家の割合の方が

高く、機械化がなされ、大変作りやすいことなどを要因として、その多くが水稲をしてい

るというのが現状であろうかと思います。これは一見、自由に水稲作を営んでいるように

見えますが、現状は大変厳しく、農業以外の産業で得た給料で農機具を購入せねばならず、

他の仕事に従事しているために、土日しか農作業をする時間がない。そして、そんな土日

百姓では水稲作しかできないという、仕方なく水稲を作っている状況が大半であると言っ

ても、過言ではないかと思います。 

 こうした状況では、自分の子や孫に農業を継がせるということは躊躇をいたしますし、

従業者の高齢化などによって、農業経営を続けることができなくなれば、農地の荒廃によ

り、周辺の土地に及ぼす悪影響ははかり知れないほど発生すると考えられます。こうした

厳しい状況を少しでも改善するために、農業で得られる所得を向上させ、農業を生業の選

択肢の一つとして考えられるよう、魅力あるものにしていかなければならないと思います。

その方策として、現在、実施されている農業者戸別所得補償制度の効果的な活用は不可欠

であると考えていますが、いかがでしょうか。 

 ご承知のとおり、政府の米政策は間接的には価格維持を図り、政策というか、生産調整

の時代から、所得補償制度により、直接的な保護政策へと転換されました。これによって、

東北地方の米生産を中心に、農家自身が直接的な補償を受けることができ、危機的な農業

経営から一歩前進したと言われておりますが、また、この制度では水田活用の所得補償金

として、水田で栽培する麦、大豆、ソバなどに対しての助成制度が盛り込まれるなど、さ

まざまな経営パターンに対して加算するという形で、助成できる仕組みになっております。

更に、水田のみならず、畑で栽培される作物についても、助成対象となるなど、中山間地

区でも十分に取り組める内容となっております。 

 こうした制度によって、米とその他の作物を複合的に栽培することによって得られる助

成制度は厳しい農業経営にあって、非常にありがたい制度であり、農業経営のみならず、

農家の廃業に伴う農地の荒廃にストップをかけ、あるいは地方の雇用拡大にもつながり得

る有効な制度であると理解しております。そのような制度の面とを美馬市として、市民に

どのように周知、推進し、どれだけの協議をすることができたか、具体的な数字を交えて

お答えいただきたいと思います。 

 次に、２点目は障害者基本計画、障害福祉計画についてお尋ねをいたします。 

 近年、高齢化が進行、また障害者数の増加や障害の重度化、重複化の傾向が見られ、障

害者福祉を取り巻くニーズは多様化しており、障害の状況に応じた施策の充実が強く求め

られているところであります。こうしたことから、国におきましては、障害者制度改革が
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進められ、障害者自立支援法を廃止し、新たな制度の執行を目指しているところでもあり

ます。また、昨年の６月には障害者虐待防止法が成立し、更に、障害の定義を見直すなど、

８月には障害者基本法の一部改正がなされたところでもあります。 

 一方、美馬市ではすべての人が互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができ

る地域社会の実現を目指し、各種の施策に取り組まれているところでありますが、私が生

活している地域社会においては、現状ではお互いに共助できる仕組みはまだまだ熟成され

ていない状況ではなかろうかと思います。美馬市では障害者自立支援法の方向を受け、平

成１８年度に美馬市の障害福祉行政の基本となる第１期美馬市障害者基本計画と具体的な

推進施策を定めた第１期、第２期障害福祉計画が策定され、それに基づいて実施されたと

ころでもありますが、これらの計画はこの平成２３年度末をもって、６年間の計画期間が

終了します。 

 そこでまず、その６年間の取り組みについて、どのような評価と今後の課題についてど

のようにお考えかをお伺いいたしたく思います。 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 経済部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 経済部長、大垣君。 

［経済部長 大垣賢次郎君 登壇］ 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 ただ今、１７番、前田良平議員からのご質問にお答え申し上げます。 

 農業者戸別所得補償制度を活用した農業振興策についてのご質問でございますが、本制

度は昨年度のモデル対策から本年度の本格実施を迎えるまで、以前の生産調整、いわゆる

転作制度と比較をいたしまして、農家が受けられる助成額全体については大幅に増加する

こととなっており、厳しい農業経営にあって、農業所得の向上や担い手農家の負担軽減に

つながり、農業に希望の光を与え得る制度となっております。 

 本市の推進策といたしましては、各農家ごとの水稲の生産目標面積を４月に通知いたし

まして、併せて、加入促進に向けて、制度の説明パンフレットにより、周知を図ってまい

ります。その後、４月下旬より、約２カ月間にわたり、各庁舎におきまして、制度の受付

窓口を開設いたしまして、個々の農家を個別に具体的なメリット、デメリットについて説

明してまいりました。 

 また、これまで制度と関係の薄かった畑作地域、特に中山間地域につきましては、要望

に応じ、担当者を派遣し、説明会を開催し、ソバを中心に本制度への加入を推進してまい

りました。 

 その結果、本市の制度加入者は、水田を有する農家４,０００戸のうち、１月末現在で

は２７２戸となっております。そのうち、米の所得補償受益者は１２６戸、水田活用交付

金は９１戸、畑地栽培のソバなどへの交付金は５５戸となっています。助成額といたしま

しては、１月末までに個々の農家に支払われた額は６,７６３万円となっています。更に、
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今後、大豆・ソバの出荷数量に応じて支払えます交付金及び野菜等の産地資金が支払われ

ることになっており、現在、その最終的な作業を進めているところでございます。本年度

の助成額は昨年度実績の２,７１８万円を現時点で大幅に上回るものでございまして、一

昨年までの生産調整での助成額の約７倍以上となっています。 

 このように、助成金が増加した最大の理由といたしましては、新規需要米を栽培した場

合に１反当たり、８万円の助成が受けられ、更に、生産調整にもカウントされることもあ

り、米の所得補償を受けたい生産農家が多く取り組んだことが助成金の増加の要因となっ

たものと思われます。平成２４年度におきましても、農家の経営形態に合わせて、制度を

有効に、有利に活用できるよう推進してまいりたいと考えております。 

◎保険福祉部長（西前清美君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長、西前君。 

［保険福祉部長 西前清美君 登壇］ 

◎保険福祉部長（西前清美君） 

 続きまして、障害者基本計画及び障害福祉計画の評価と今後の課題についてのご質問に

お答えいたします。 

 美馬市障害者基本計画につきましては、平成１８年度から２３年度までの６年間を計画

期間とし、障害福祉計画は平成１８年度から２０年度までの３年間を第１期、また平成２

１年度から２３年度までを第２期とし、ともにこの平成２３年度で終了いたします。 

 これまでの６年間の評価といたしましては、実施当初では制度の周知等が十分でなく、

利用者が低調でございましたが、その後、増加傾向となっております。 

 具体的に申しますと、平成２２年度には訪問系サービスの居宅介護の計画では４６人、

１万１,０４０時間でございましたが、実績は６５人、１万２,２８２時間と大幅に増加し

ており、また、地域生活支援事業の移動支援では、計画では２１人、１,８９０時間でご

ざいましたが、実績では２６人、２,１８６時間となっており、福祉サービス利用の増加

となっております。 

 この他にも、パソコン教室などの日常生活に必要な訓練・指導を行う生活支援事業やス

ポーツ・レクリエーション活動を行う社会参加促進事業等につきましては、活発な参加を

いただいております。 

 一方、自立した日常生活や社会生活ができるように訓練する自立機能訓練や自立生活訓

練、また、就労移行支援等につきましては、計画より実績が下回っている状況でございま

す。 

 これらの実績を踏まえ、本年度に新たな計画を策定するに当たり、美馬市障害者基本計

画及び障害福祉計画策定委員会において、協議をしていただいたことにより、さまざまな

課題が見つかっております。 

 まず、生活支援では、ケアマネジメントシステムの構築や相談体制の質・量の充実、障
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害のある方の自立を支えていただけるボランティアの育成などがあり、生活環境では、施

設等から地域に移行するための生活の場作りや移動手段の確保など、教育・療育では、発

達障害に対するノウハウの蓄積や支援体制の強化などがございます。 

 また、就業については、福祉的就労から一般就労への移行推進支援体制の整備など、保

健・医療では保健・医療・福祉サービスの連携による継続的な地域ケア体制の整備などが

ございまして、このほかに災害時での防災ネットワークの確立等がございます。 

 第２期障害者基本計画におきまして、このような課題を解決する方向性を示すとともに、

第３期障害福祉計画におきまして、数値目標が設定できるものは設定を行い、より具体的

に実効性のある計画といたしたいと考えております。 

 特に相談支援につきましては、障害のある方に、それぞれに必要な援助や情報提供等を

行っている障害者相談支援事業がございますし、平成２４年度から身体障害者相談員及び

知的障害者相談員の配置が県から市へ権限委譲され、最も身近で、障害のある方やそのご

家族の目線に立った相談支援が行えることになり、障害福祉サービスの中核となる事業と

して位置づけております。 

 今後におきましては、平成２５年８月までに新たな法律、仮称ではございますが、障害

者総合福祉法が制定される予定でございますので、国の法改正の動向を踏まえながら、障

害者基本計画及び障害福祉計画に沿い、障害のある方が「共創・協働により安心して『あ

たりまえ』の生活ができるまち 美馬市」の実現に努めてまいりたいと考えております。 

◎１７番（前田良平議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 前田君。 

［１７番 前田良平議員 登壇］ 

◎１７番（前田良平議員） 

 再問をさせていただきます。 

 ご答弁をいただき、ありがとうございました。 

 先ほど、説明いただきました内容ですけど、米と畑作に分けての制度推進を行っている

とのことでありましたが、前対策時代の平成２１年度と比較して、７倍の助成金が本市農

家に補助されたということは大変大きな評価ができることと考えております。 

 水田を所有する農家が約４,０００軒、制度加入者が２７０軒とわずか７％弱と少ない

ように感じられますが、いかがでしょうか。また、畑作の助成を受けることのできた農家

も軒数としては少ないように感じられますが、いかがでしょうか。新聞報道などによりま

すと、政府は平成２４年につきましても、今年度同様の制度で実施するとの方向性を決定

されているようですが、今年度の反省を踏まえて、平成２４年度の制度の推進の考え方を

お聞かせ願いたく思います。 

 次に、障害基本法についての再問でございますが、相談支援事業に特に力を入れている

ということで、障害のある人々にとって、あらゆる問題を相談できるということは非常に
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重要なことであろうと思います。障害にはそれぞれ違いがあり、相談することもそれぞれ

違います。それぞれに合った相談、サービスなどをよろしくお願いいたしたいところでご

ざいます。 

 また、障害のある人に対して、障害者基本計画に沿って、障害者福祉の推進、障害福祉

計画は常に目標や提供方法を求め、さまざまな事業により、障害者福祉サービスを提供さ

れていることは理解できたところであります。しかし、こうした計画において、計画の数

値というのは一般市民にはわかりづらく、数字をただ並べるだけではなく、この美馬市に

住む障害のある人々が美馬市で暮らしやすく生活できるように、これをどうするかという

ことがまず基本じゃないかと思います。 

 国・県からの指導などにより数値を掲ることも計画の基本であろうかと思いますが、現

在ある状況、課題などにむけての取り組みをしていただきたいと思います。 

 その一つといたしまして、障害者基本計画の基本目標であります、地域で生活するため

の支援の推進には、障害のある人が地域の中で自立して生活できるよう、保健・医療・教

育・就労支援と生きがい作りの推進がございます。その中で、就労支援の問題があると思

います。障害のある人の雇用状況は理解と関心が高まり、着実な改善が見られるところで

ありますが、まだ多くの障害のある方々が働く場を求めている中で、障害のある人の雇用

は依然として、厳しい状況が続いております。 

 そこで、お尋ねをいたしますが、障害福祉計画の中で、障害のある人々に対する就労支

援については、どのような取り組みを考えておられるのかをお伺いし、私の一般質問は終

わりたいと思います。よろしくお願いします。 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 経済部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 経済部長、大垣君。 

［経済部長 大垣賢次郎君 登壇］ 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 ただ今、１７番、前田議員の再問にお答えを申し上げます。 

 農業者所得補償制度の加入者数が少ないのではないかとの再問でございますが、本制度

では、大規模な稲作農家を想定して策定された内容となっておりまして、農業の担い手と

して、積極的に規模拡大等に取り組む農家が大きなメリットを受けるような基本的なシス

テムとなっております。それに対しまして、本市の農家の１戸当たりの所有する水田面積

は零細規模であり、自家消費のみの水稲栽培農家が多く、生産目標を達成できないことか

ら、本制度のメリットを受けることができないという状況がございます。また、４,００

０戸の農家のうち、農地を持っているだけで、自分では全く耕作をしていない農家も含ま

れ、そうした農家へは担い手への利用集積を進めておるところでございますが、他人に土

地を貸すことへの抵抗ということから進んでいないのが現状でございます。 

 そうした状況から、加入できていない農家が相当数存在するものと考えております。本
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市といたしましては、小規模の農家、農業者に対しての推進策として、県内の集荷業者が

組織しました生産法人への加入を推進してまいりました。この組織へは、所有面積にかか

わらず、加入することができ、所得補償のメリットを零細農家も受けることができます。

本年度では、約２００戸の農家がこの組織に参加、恩恵を受けているところでございます。 

 また、その他の農業法人へ農地を預けている農家も多いことから、この制度の恩恵を受

けている農家の実数は全体で６００戸以上あるものと考えており、制度の内容そのものは

農業者に十分伝わっているものと考えております。 

 一方、畑作農家の加入につきましては、ソバや麦・大豆等の助成作物について、要件と

して販売を証明する書類が必要となっており、その書類を準備できる農家ということに限

定をしておりまして、地域の代表的な農家に取りまとめを依頼するなどいたしまして、推

進をしてまいりましたが、十分な結果とはなり得ていないのが現状でございます。引き続

き、加入促進に努めてまいりたいと思います。 

 今後とも、各関係機関と連携し、制度の内容を周知するとともに、制度を十分活用する

ことにより、農業所得の向上につなげ、魅力ある農業経営の実現を目指して、制度加入の

推進を図ってまいりたいと考えております。 

◎保険福祉部長（西前清美君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長、西前君。 

［保険福祉部長 西前清美君 登壇］ 

◎保険福祉部長（西前清美君） 

 続きまして、障害のある方に対する就労支援の取り組みについての再問にお答えいたし

ます。 

 本市におきましては、障害のある方の就労支援を抜本的に強化していくとともに、障害

のある方もない方も互いに支え合い、地域で安心して、生き生きと暮らすことができる社

会の実現を目指しております。 

 また、障害のある方の働きたいという思いを実現し、自立を促すためにも、障害のある

方が一般企業に就職できる道筋を整えていくことが重要でございます。 

 このため、本市では、障害者相談支援事業所や障害者就業・生活支援センター並びにハ

ローワークなど、関係機関との連携のもとに、就労相談から始まり、就業に向けた訓練、

トレーニング、求職活動、職場実習など、また、就職後も定着支援を行い、就労面、生活

面からの一体的な支援に取り組んでいるところでございます。 

 しかしながら、市内には就職に向けての相談所等は整っておりますものの、一般就労に

向けた就労系の障害福祉サービスの事業所がないため、やむを得ず、他の地域へ通ってい

るのが実情でございます。市といたしましても、就労に向けた支援は重要でありますし、

施設・ＮＰＯ法人等の事業所は障害のある方のサービスには欠かせないものと認識をいた

しております。 
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 今後におきまして、一般就労に向けた就労系の障害福祉サービス事業所の実現に向け、

県、関係機関、事業所等との連携を図りつつ、努力してまいりたいと考えております。 

 一方、県内企業の障害者雇用状況は依然として厳しい状況にあります。障害者雇用に積

極的な企業もございますが、受け皿となる企業との関係が重要でございまして、企業の理

解、協力が不可欠でございます。 

 障害のある方の働く場の確保につきましては、障害者相談支援事業所をはじめとする関

係機関との連携を図りながら、障害のある方をはじめ、関係者の方々にもそれらの制度、

施策を十分にご理解をいただき、障害のある方が自立して生活できますよう支援に努めて

まいりたいと考えております。 

（「再々問はございません。ありがとうございました」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、前田良平君の一般質問を終結いたします。 

 続きまして、議席番号３番、武田喜善君。 

◎３番（武田喜善議員） 

 ３番、武田。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 武田君。 

［３番 武田喜善議員 登壇］ 

◎３番（武田喜善議員） 

 議長の許可をいただきましたので、通告のとおり、３点につきまして、一般質問をさせ

ていただきます。 

 まず、１点目のいじめの現状と対策について質問を行います。 

 いじめの問題は今や何も珍しいことではなくなり、テレビ、新聞などのマスコミ報道が

なされており、いじめと交通事故の記事は嫌でも目にする問題であります。文部科学省の

統計によりますと、平成１９年度に文部科学省が認知したものでは、約８万５,０００件

のいじめがあり、児童・生徒１,０００人当たりのいじめ件数は７.１人で、いじめを認知

した学校の件数は４０％であったと認識をしております。ただし、以上の統計はもちろん、

文部科学省が認知した件数であるため、暗数を考慮しなければならないという調査データ

が出ております。 

 学年別で見た場合、中学生、中でも特に中学１、２年生のいじめの数が多く、中学１年

生だけで１万７,０６３件のいじめが認知されており、この数字は小学６年生４,２６２件

や高校１年生３,７０１件に比べ、４倍以上も多く、男女比では５４.８％が男子、４５.

２％が女子であります。そのうち、平成１９年度に自殺をした１３６人の児童のうち、い

じめが原因であると特定されたものは３件でありました。いじめの様態別認知件数で一番

多いのが冷やかしやからかい、悪口やおどし文句、嫌なことを言われるが小学生３万２,

１１０件、６５.７％、中学生２万８,０６１件、６４.５％、高等学校４,６４６件、５５.

６％、特別支援学校１９４件、５６.９％、合計６万５,０１１件、６４.３％のいじめ原
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因の統計が出ております。 

 また、先般の徳島新聞の報道で、法務省のまとめでは、全国の法務局が平成２３年度の

１年間に救済手続を始めた人権侵害事案のうち、学校でのいじめが前年比の２１.８％増

の３,３０６件、１８歳未満の児童に対する暴行・虐待が同じく１２.２％増の８６５件で

いずれも過去最多で、その集計によりますと、法務局が救済手続に当たった人権侵害問題

の総数は平成１６年から年間２万件台で推移し、平成２３年は２万２,１６８件であり、

そして、社会福祉施設での入所者への暴行・虐待など、人権侵害の訴えは２０３件、前年

比５.２％増と３年連続で過去最高を更新したと報道されていました。 

 以上の統計から、何か特別な問題や背景があるから、いじめが起きるわけではなく、そ

うした問題の有無とはさほど関係なく、いじめは起きる。ちょっとしたきっかけでいじめ

は起きてしまう、広がってしまうのが実態であることがわかっております。いじめられる

側もいじめる側も、ともに将来の日本社会を担う子供であるだけに、見逃すことのできな

い深刻な問題であると受け止めなくてはならないと考えます。 

 本市におけるいじめの現状であります。幸いに生徒・児童は自殺をしたといったケース

は発生をしておりませんが、だからといって、本市の小中学校にいじめが１件もないとい

ったことは考えられないのであります。 

 そこで、お伺いしたいのは、教育委員会では本市におけるいじめの実態を把握しておら

れるのかどうか。把握しているとすれば、その実態はどうなっているのか。現状について

説明をお願いしたいのであります。 

 次に、実態について把握しておられるのならば、何らかの対策を打ち出されているもの

と考えますが、教育委員会がこういった対策とその効果について、どのように評価されて

いるのか。また、インターネットなどによる学校裏サイトであるとか、手軽に自己紹介で

きるブログと呼ばれるサイトなど、携帯電話やパソコンのインターネットを通じての書き

込みにより、いじめやいじめを苦にした自殺が報道されております。これら、携帯電話や

インターネットによるいじめについてどの程度の認知件数があるのか、お知らせをお願い

します。 

 ２点目の幼児・児童及び高齢者虐待の防止についてお伺いをいたします。 

 幼児・児童虐待、高齢者虐待の悲惨な事件が、多くマスコミ報道がされております。厚

生労働省の平成２１年度のデータでは、児童相談所が対応した相談件数は３７万１,８０

０件で、相談の種類別に見てみますと、傷害相談が１９万２,０８２件で、相談件数の５

１.７％と最も多く、次いで、養護相談が８万７,５９６件の２３.６％、育成相談が５万

１,７９４件の１３.９％となっております。平成２１年度の１年間に厚生労働省が把握し

た、虐待により子供が死亡した事例は、虐待死事例４７例中４９人、心中事例、心中未遂

で、子供のみ死亡し、加害者が死亡しなかった事例を含んで３０例中３９人となっており

ました。 

 大きな事件になってしまってからでは、それこそ警察、学校、児童相談所には何をして

いたんだと批判をしても遅いわけでありまして、行政としては地道に通報体制、相談体制、
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保護体制を整備し、だれでも、いつでも、虐待の疑われることがあれば、通報できたり、

虐待を受けている者、それから、虐待をしてしまいそうな者が相談できるような体制を整

えていかなければなりません。 

 虐待をする者は、周りが聞けば虐待はしていないと言い、相談所の職員などに虐待を指

導されると、確かにそのときは反省し、もう虐待はしないでおこうと思うわけであります

が、また何かのきっかけで自分を見失い、抑えられなくなり、虐待を繰り返してしまい悲

惨な結果を招くというようなことで、十分に繰り返しての指導が必要ということでござい

ます。 

 併せて、高齢者に対する虐待の防止についてでありますが、高齢者虐待の防止、高齢者

の保護者に対する支援等に関する法律が平成１８年４月１日から施行をされておりますが、

この法律で高齢者とは６５歳以上の者をいい、高齢者虐待とは養護者など、または要介護

施設従事者などが高齢者に対し、暴行を加えること、養護を著しく怠ること、心理的外傷

を与える言動を行うこと、わいせつな行為をすること、高齢者から不当に財産上の利益を

得ることのいずれかに該当するものと定義をされております。養護者、または要介護施設

従事者からの虐待を発見したときは市に通報することになっておりますが、家庭内の虐待

は発見しがたいのが通常かと思います。 

 そこで、お伺いをいたします。幼児・児童・高齢者虐待の実態はどうなのか。 

 次に、財政状況が非常に厳しく、行財政改革を進めている折から人員の配置ということ

は難しい状況にあると思いますが、人手がなくて、すぐに対応できなかったために、悲惨

な結果を招くということがないようにするため、幼児・児童の分野での職員の増員しての

対応ということが必要ではないかと思いますが、お伺いをします。 

 次に、高齢者虐待の防止を適切に実施するため、地域包括支援センター、その他関係機

関、民間団体などとの連携、協力体制を整備しなければならないとされておりますが、整

備はできているのか、具体的にはどのように考えているのか、お伺いをします。 

 ３点目の子供の健全育成対策についてお伺いをします。 

 子供はその家庭の宝であると同時に次世代の社会を担う一員としての宝でありますので、

大事に育成されなければなりません。では、今現在の子供が家庭と社会の両面で大事に育

成されているかというと、表面的には大事にされている。つまり、過保護の状況にあるの

が実態ではないでしょうか。そのために本質的な中身においては、大事にされていないと

いう言い方もできるのであるわけであります。 

 学校ではいじめや不登校が、校外では事件、事故、そして非行の問題があります。これ

は家庭の責任だ、学校の責任だといった責任論、責任追及論のみでは解決される問題では

ありません。地域全体の問題としてとらえ、解決のために取り組む必要があると考えます。 

 そこで、しつけと非行の防止について提言し、市長並びに教育委員会の考え方をお伺い

します。 

 まず第一に、しつけの問題であります。集団でいじめをする、ぞうきんを絞ることがで

きない、朝食を食べないで登校するといった実態がありますが、これはきちんとしつけら



－３５－ 

 

れていないことによるものと考えます。今は、おまえは年だから古くさいといった指摘を

されそうでありますが、核家族で育った子供たちがお父さんお母さんになり、先生になっ

ております。この年齢層の人たちが十分にしつけられて育ったかというと、そうは言えな

い。地域コミュニティーが崩壊し、子育てが孤立化する中で、親自身も子育てへの不安を

抱え、相談先がないことや頼れるサポートが不足しているといった、基本的な問題が介在

していないでしょうか。 

 そこで、マニュアルはあると思いますが、改めて社会のルールを身につけるためのしつ

けの指導書を作り、学校、家庭に配布をし、一体となった取り組みをすべきと考えます。

指導書は市内の有識者で構成する委員会で十分に審議、検討した上で作成し、交通ルール

やあいさつ、言葉遣い、他者への思いやりなどを中心に大人も子供も守るべきルールやマ

ナーについて考える内容とし、学校、家庭に配布することについてはいかがお考えでしょ

うか。 

 二つ目の非行対策としての子供の生活指導をする学校支援ボランティアの委嘱でありま

す。現在、ＰＴＡの役員、教員の一部の方々を少年補導員として委嘱をしておりますが、

その数が少ないし、また、活動の時間的制約もありますので、幅の広い非行対策として少

年補導員の増員はできないか。 

 以上、３点、市長及び委員会のそれぞれの所信と見解をお伺いします。 

◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育長、光山教育長。 

［教育長 光山利幸君 登壇］ 

◎教育長（光山利幸君） 

 本市におけるいじめの実態と現状についてのご質問でございますが、本市教育委員会で

把握しております件数は、小学校においては平成２１年度４件、平成２２年度４件、平成

２３年度は２月までに１件でございます。中学校につきましては、平成２１年度１０件、

平成２２年度１２件、平成２３年度は２月までに５件となっており、ここ数年は発生件数

の増加は見られません。 

 いじめの内容でございますが、小学校につきましては、平成２２年度は冷やかし、から

かいが１件、金品たかり１件、物を隠す１件、仲間外れ１件となっております。平成２３

年度は悪口、仲間外れ１件でございます。中学校では平成２２年度には冷やかし、からか

いが７件、仲間外れ及び軽くぶつかる、たたくが各２件、ひどくぶつかる、たたくが１件

となっております。平成２３年度は言葉やにらみ１件、物を隠す１件、悪口、仲間外れ１

件、ブログ上のトラブル１件、脅し１件となっております。 

 なお、ご指摘のとおり、学年別に見た場合には、本市におきましても、中学校１年生の

発生率が高くなっております。その原因といたしましては、教育環境の急激な変化に起因

することが考えられます。具体的には教科担任制や部活動の開始、複数の小学校から一つ
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の中学校に集まってくることなどが上げられます。 

 次に、対策についてでありますが、そもそもいじめは重大な人権侵害であり、絶対に許

されるものではありませんが、どの子供にも、どの学校においても、起こり得るとの認識

を持ち、管理職の指導のもと、学級担任、学年主任、生徒指導担当をはじめ、学校全体で

いじめの防止に取り組んでおります。 

 また、いじめの兆候を見逃すことなく、早期に発見して、迅速に対応することを徹底い

たしております。そのために、学級担任が一人一人の児童生徒にかかわる時間をできる限

り確保するとともに、教職員の情報交換を日常的に行ったり、カウンセラーの活用などに

より、相談機能の充実を図っているところでございます。 

 更に、家庭や地域との連携を深め、児童生徒に関する情報を収集することにより、問題

行動の早期発見に努めております。 

 このようないじめがあることについては、遺憾なことではありますが、いじめが発生し

た場合には被害者の子供の立場に立ち、保護者、関係機関とも連携を取りながら、速やか

な解決に向けて取り組み、事態が深刻化する前にほとんどのいじめの解消が図られており

ます。 

 次に、インターネットなどによるいじめの認知件数についてのご質問でございますが、

インターネット等におけるいじめの認知件数は本年度１件把握いたしておりますが、日常

的に情報モラルの向上に向けて、各教科、特別活動、道徳、総合的な学習の時間などにお

いて、インターネットの正しい使い方について指導をいたしております。また、通信事業

者によるケータイ安全教室などの講習会を開催いたしまして、その資料を保護者にも配布

し、子供たちをネット上の被害者に、また加害者にさせないように啓発しております。 

 次に、子供の健全育成対策についてのご質問で、しつけの指導書の作成についてのご質

問でございますが、学校では生きる力を身につけさせるため、確かな学力の定着とともに、

豊かな心と健やかな体の育成に取り組んでおりますが、近年、急激な社会変化の中で、子

供たちを取り巻く環境が大きく変化し、さまざまな問題が現れております。中でも、いじ

め、不登校問題をはじめ、食育への取り組みや学校の安全等に関しましては、保護者や地

域との連携、協力が不可欠であります。家庭は家族みんなの心のよりどころでありますし、

親子の愛情による絆で結ばれた家族とのふれあいの場でもございます。また、子育てを行

う場として、次代を担う子供を育てる根幹となる場でもございます。また、家庭における

教育は生活習慣の確立や人格形成等、あらゆる教育の出発点と考えることもできますが、

ご指摘のように、基本的なしつけや規範意識の定着が不十分な場合や保護者の過保護、過

干渉、あるいは放任等のケースがあり、中には子育てをストレスと感じたり、大きな悩み

となっている場合もございます。 

 ご質問の社会のルールを身につけさせるため、しつけの指導書を配布してはどうかとの

ことでございますが、既に文部科学省が幼児期からの心の教育や家庭でのしつけのあり方、

そして、心の成長に関して配慮すべき点を盛り込んだ家庭教育資料として、家庭教育手帳

を作成し、配布いたしております。この小冊子は乳幼児期用、小学校３年生までの児童用、
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高学年から中学生用と３冊に分かれており、成長過程に応じた子育てやしつけの仕方が掲

載されておりまして、各家庭はもとより、各種研修会でも活用されてきたところでござい

ます。 

 この家庭教育手帳でございますが、当初は紙媒体、すなわち冊子として、市役所や学校

を通じて配布されておりましたが、急速にＩＣＴ環境やインターネットが普及したことに

よりまして、平成２１年度からは電子媒体による配布となっております。 

 今後とも、教育委員会といたしましては、学校、家庭、地域の連携を一層深めながら、

子供たちの豊かな人間性や社会性などを育むため、よりよい生き方を考え行動できる力を

育てるよう努めてまいります。更に、広報みま等も活用し、わかりやすく子供のしつけの

重要性を啓発してまいりたいと考えておりますが、先ほどご紹介させていただきました家

庭教育手帳は、本市のホームページから直接リンクできるようにいたしておりますので、

保護者の皆様には子育てやしつけの問題でお困りの際など、十分にご活用いただきたいと

考えております。 

 次に、非行防止対策として、青少年補導員の増員についてのご質問でございますが、本

市では青少年問題を取り扱う行政及び関係団体相互の緊密な連携のもとに青少年の生活補

導や非行化のおそれのある青少年に対する補導活動を始め、補導相談、地域安全パトロー

ル等、総合的かつ効率的に行い、青少年の健全な育成に寄与することを目的として、美馬

市青少年育成センターを設置しております。 

 この育成センターには所長及び青少年補導専門員２名を配置いたしておりますが、奉仕

的精神に富み、青少年問題に理解と識見を有する７７名の方を青少年補導員として、教育

委員会が委嘱いたしております。 

 青少年補導員の皆さんには地域の子供は地域で守り育てようを合い言葉に定められた毎

月第３土曜日の少年の日を始め、夏祭り、花火大会など、地域のイベント時の街頭補導活

動などに積極的にご参加いただいております。 

 一方、補導した青少年の人数を見てみますと、平成２１年度の１２１人をピークに昨年

度の４１人、本年度はこれまで３３人と激減いたしておりますが、近年の携帯電話の普及

など、生活様式の変化が少なからず影響しているものと青少年育成センターでは考えてお

ります。 

 ご質問の青少年補導員の増員につきましては、近隣市町村の委嘱人数や補導した青少年

の人数から見て、本市教育委員会が委嘱いたしております青少年補導員の数はおおむね適

切な規模にあるものと判断をいたしておりますが、今後は研修会などを通じて、補導体制

の向上を図り、子供の環境整備に努めてまいります。 

◎保険福祉部長（西前清美君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長、西前君。 

［保険福祉部長 西前清美君 登壇］ 
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◎保険福祉部長（西前清美君） 

 続きまして、幼児・児童・高齢者虐待についてのご質問でございますが、幼児虐待と高

齢者虐待に分けて、お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、幼児虐待の実態についてお答えいたします。 

 昨今、児童虐待に関するニュースは日増しに増加し、想像をはるかに超えるほどエスカ

レートしている現状がございます。昨年度、全国の児童相談所で子供の保護等の対応をし

た件数は５万５,０００件を超え、統計を取り始めた２０年前に比べますと、約５０倍に

なっております。 

 美馬市におきましても、実際に児童虐待として対応した件数は、平成２０年度は１５件、

平成２１年度は１６件、平成２２年度は１３件、平成２３年度は２月末現在で１３件とな

っており、また、虐待の種類は平成２３年度で申しますと、ネグレクト、養育放棄は７件、

身体的虐待は２件、心理的虐待は４件であり、県西部特有のネグレクトが多くなっており

ます。 

 それに関する相談件数は、平成２２年度は１５５件、平成２１年度は１１３件、平成２

２年度は２３５件、平成２３年度は２月末現在で５３６件と、ここ最近、倍増している状

況でございます。 

 虐待が疑われる報告を受けたときは、西部子ども女性相談センターや警察署など、関係

機関との連携のもと、速やかに事実確認を行い、その状況により、実務者会議やケース検

討会議を定期的に開催し、迅速できめ細かな対応に努めております。 

 次に、幼児虐待として、この分野での職員を増員しての対応のご質問でございますが、

ご承知のとおり、児童虐待は核家族化の進行や子育て機能の低下などを背景とした養育力

の不足が主な要因であると言われておりまして、家庭の中や人の知れないところで行われ

ていることが多く、周りの者が気づかないうちに子供の命が奪われるなど、重大で深刻な

問題でございまして、社会全体で早急に解決すべき重要な課題でございます。 

 美馬市といたしましては、発見、通告から援助まで、迅速かつ適切な対応を行っていく

上で、関係機関が連携を図り、ネットワークを強化することが重要となるため、支援の内

容に関する協議を行う要保護児童対策地域協議会を設置し、そこを核に、家庭児童相談員

や地域の民生委員児童委員などが中心となり、子供やその家族に対しまして、より積極的

に支援ができるよう取り組んでいるところでございます。 

 また、相談支援体制につきましては、家庭児童相談員２名と母子自立支援員２名など、

職員６人で対応に当たっております。 

 相談員等の増員についてでございますが、昨年度までは家庭児童相談員２名、母子自立

支援員１名で対応しておりましたが、ここ数年の相談件数の伸びが著しく、対応が難しい

という事由から、本年度、母子自立支援員１名を増員し、対応しているところでございま

す。今後につきましては、平成２３年度の相談業務の分析を行った上で、検討を行いたい

と考えております。 

 次に、続きまして、高齢者虐待の実態についてお答えをいたします。 
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 平成１８年４月１日に施行されました高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律に基づき、高齢者虐待の通報や相談を受け、美馬市において対応した件数

につきましては、平成２０年度は１０件、平成２１年度は５件、平成２２年度は１１件、

そして、平成２３年度は２月末現在で１８件となっております。このうち、平成２２年度

と平成２３年度を合わせますと２９件となりますが、これは法施行以来、全体の４９％を

占める割合となっておりまして、通報や相談件数が増加傾向にある状況でございます。 

 また、通報や相談件数を虐待の内容別に見てみますと、同居している親族から暴言や暴

力を受けるなどの身体的・精神的虐待が３１件と最も多く、続いて、親族による年金や預

貯金を搾取される経済的虐待が１７件となっており、その他セルフネグレクトと言われま

す高齢者自身による健康や安全を損なう行為が１１件となっております。 

 更に、通報者別に見てみますと、医療機関や介護保険事業所から２３件、民生委員や社

会福祉協議会から９件、自治会長さんや近所の方から６件、被害者や親族の方から６件、

警察から７件、市職員や包括支援センター職員によるものが８件となっております。 

 一方、通報や相談を受けた場合の支援の方法といたしましては、身体的・精神的虐待に

ついては、介護保険サービスの施設入所や養護老人ホームへの入所等により、虐待者から

の分離を図り、被虐待者の保護に努めております。また、経済的虐待を受けておられる方

には成年後見人制度や日常生活自立支援により、被虐待者の財産の保全、管理に努め、セ

ルフネグレクトといわれます方には配食サービスや小規模ネットワークによる見守り事業

などを活用しながら、支援を実施しているところでございます。 

 議員からご指摘のとおり、家庭内で行われる虐待の発見は難しいところがございます。

このため、市といたしましては、民生委員児童委員、訪問調査員などの関係機関、また介

護保険事業所など、家庭を訪問する機会の多い事業所等と連携を深め、情報収集に努めて

おるところでございますが、更に、広報等で市民の皆様の意識啓発に努めるなど、潜在的

虐待の早期発見に最善を尽くしてまいりたいと考えております。 

 次に、高齢者虐待における連携協力体制の整備ができているのか、また具体的にはどの

ように考えているのかとのご質問でございますが、本市では平成１８年度から地域包括支

援センターを設置しますとともに、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を設置し、高

齢者虐待防止に関する地域の総合窓口として、各関係機関と連携を図りながら、虐待の防

止と対応に当たっているところでございます。 

 この委員会は高齢者虐待の防止及び早期発見並びに高齢者及び養護者に適切な支援を行

うことを目的に設置しており、委員会の構成は保健医療分野、法務局、警察、福祉関係な

ど、各分野から組織されており、個別事例ごとに実務担当者会議で適宜対応を行っている

ところでございます。 

 具体的には、まず、相談窓口となります地域包括支援センターに親族や民生委員、また

警察などから相談や通報が寄せられますと、センターでは社会福祉士が中心となり、虐待

相談の対応を行います。 

 まず最初に、ご本人の状況などを確認するために訪問し、生活状況などについて調査を
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行い、状況把握ができた後、包括支援センターと関係機関において、今後の対応や支援方

法について実務担当者会議で検討し、事案にかかわってまいります。 

 しかし、身体的虐待の通報で、高齢者の身体に危害が及んでいる恐れのある場合などは

警察の方に同行していただくこともございますし、施設への緊急入所や入院による場合に

は保健医療関係機関と連携して対応しております。 

 経済的虐待では、年金などの金銭管理を成年後見人制度の利用につなげる場合もあり、

対応内容は多岐にわたっていますことから、弁護士、司法書士など、専門職との連携を図

ることとしております。 

 また、いわゆるセルフネグレクトといわれます方の対応につきましては、介護保険サー

ビス事業所や高齢者サービス事業所との連携により、可能な限り在宅生活などが維持でき

ますよう支援をさせていただいているところでございます。 

 高齢者虐待と思われるケースは増加傾向にありますことから、今後も関係機関とのネッ

トワークを密にいたしまして、早期発見と適切な相談支援を行い、高齢者が住みなれた地

域で安心して生き生きと生活ができるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

◎３番（武田喜善議員） 

 はい、３番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 武田君。 

［３番 武田喜善議員 登壇］ 

◎３番（武田喜善議員） 

 ご丁寧なご答弁をありがとうございました。 

 １点目のいじめの現状と対策の問題につきましては、事象が起こってしまってからでは

遅いわけで、事前に防ぐことがやはり最大の目的であり、効果でなくてはならないと考え

るわけであります。実態と現状を把握し、対応を誤らないよう、しっかりとした対応をや

っていただきたいと申し上げておきます。 

 ２点目の幼児・児童の虐待防止につきましては、児童虐待の相談件数は平成２３年度は

２０年度の３.５倍、２１年度の４.７倍、２２年度の２.３倍と、厳しい増加と言えます。

ネグレクト、いわゆる養育放棄が多いということは、どこか根本的な問題があるわけであ

りますので、専門家も交え、しっかりとした分析をすべきであると考えます。 

 そして、高齢者虐待防止についても、年々増加をしている状況でありますので、関係機

関との密なる連携を行い、早期発見で適切な相談支援を行うことが大切であろうかと思っ

ております。どちらも一歩間違えば死に結びつく問題であり、それぞれの組織と連携、そ

して協力体制の整備を行い、しっかりとした連携での対応をお願いを申し上げておきます。 

 ３点目の子供の健全育成対策につきましては、文部科学省のホームページの教育手帳に

子供のしつけの指導書がございますが、パソコンの経験のある人であれば、教育に問題が

出てくれば、すぐにホームページを開けることができますが、常にパソコンを使っていな

ければ、なかなか開けられないのが現状であろうかと思います。 
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 そこで、ある自治体では学校、家庭、地域が一体となって、子供の健全育成のための活

動を行うボランティアでブライトリーダーという幅の広い指導者を設置し、成果を上げて

いるそうでありますので、参考にして、今後、今までの枠をはみ出し、子供たちに気軽に

声をかけてもらうことによって、地域の子供の教育を地域全体の責任で行うということが

本当のしつけになると考えます。今後、年度初めの広報紙などによる、家庭・学校だけで

なく、一般にもわかりよい子供のしつけの方法を掲載していただけるということでありま

すので、以上で私からの質問を終わります。答弁は要りません。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、武田喜善君の一般質問を終結いたします。 

 ここで、議事の都合により暫時休憩をいたします。５分程度といたしますので、さよう

お心得の上、お願い申し上げます。 

小休 午後２時０６分 

                                         

再開 午後２時１５分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 休憩前に引き続き、会議を続行し、一般質問を行います。 

 議席番号２番、林茂君。 

◎２番（林  茂議員） 

 ２番、林。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林君。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 それでは、議長から一般質問の許可をいただきましたので、通告に従いまして、２件ず

つ質問をさせていただきます。 

 ご答弁をいただいた後、再問をさせていただきますので、明確なご答弁をどうかよろし

くお願いいたします。 

 まず最初に、水道事業についてのお尋ねをいたします。 

 昨年３月１１日には太平洋三陸沖を震源として発生した東北地方太平洋沖地震によって、

未曾有の国難、東日本大震災を引き起こしました。そして、東日本に大きな被害をもたら

しました。美馬市においても、東海、東南海、南海の３連動地震が近いうちに来るであろ

うと予想されます。 

 そこで、お尋ねいたします。上水道の基幹施設である配水地、老朽化した配水管等を耐

震性を有する施設、管に、改築、布設がえをして地震と災害に備えているようですが、現

在の管を含めてすべての施設の進捗状況、耐震化率をお聞きしておきます。 

 次に、水道料金についてお尋ねいたします。 

 水道料金については、合併協定書によると、当面、現行どおりとし、新市において、統
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一に努めるものとするとなっており、平成１８年度に水道料金統一検討委員会を設置し、

統一に向けての検討を行い、検討委員会の報告では４年以内に再度検討し、上水道料金の

統一を図ることとの報告がなされました。この報告をもとに昨年１０月に上水道料金の統

一、簡易水道料金の改正が行われ、簡易水道の一部を除いて、統一が図られました。上水

道の財政状況を見てみますと、経営状況は安定しているように見受けられますが、簡易水

道の財政状況は地理的条件、給水人口の減少等により、経営は非常に厳しく、不採算事業

として、一般会計から補てんを受けなければ、経営ができない状態にあると思います。財

政状況、住民負担の公平性の観点から見て、早急に統一を図るべきであると思いますが、

市としてのお考えをお聞きいたします。 

 次に、２件目の汚水処理についてをお尋ねいたします。 

 まほろばの郷を目指す美馬市において、１６年連続で日本一の清流に選ばれた穴吹川が

あり、美馬市全体が自然豊かなすばらしい町であると思います。しかし、汚水処理の面か

ら見てみますと、国土交通省、農林水産省、環境省、３省を併せて、平成２１年度末の全

国汚水処理人口普及率では全国平均が８５.７％、処理人口を処理施設別に見ますと、下

水道によるものは９,３６０万人、農業集落排水等によるものが３７９万人、浄化槽によ

るものが１,１２４万人となっております。徳島県を見ますと、普及率では全国平均が８

５.７％のところ、４７都道府県中、最下位の４７.６％となっており、処理施設別に見て

みますと、公共が約２９％、農集が６％、浄化槽が６４％となっており、徳島県において

は、浄化槽は圧倒的に多くなっております。美馬市においては、普及率では県平均４９.

４％のところ、４３.４％と２４市町村中９位となっており、施設別に見てみますと、公

共が６.８％、農集が８.４％、浄化槽は２８.２％となっていると思います。 

 美馬市において、公共下水、農業集落排水は整備率であって、加入者によって、変わっ

てこようと思いますので、現在の美馬市全体の普及率、施設別の普及率をお伺いいたしま

す。 

 次に、加入促進についてお伺いいたします。 

 昨年９月議会において、加入率の向上を図るために、加入金の５万円の減免、宅内工事

費の４割の助成、工事費を借り入れた場合、５年間の利子補給、合併浄化槽についても、

減免措置がなされました。そこで、お尋ねいたします。こうした助成が行われた期間、加

入者数はどう推移したのか、施設別にお伺いいたします。 

 それぞれ、ご答弁をいただいた後、再問させていただきますので、明確な答弁をどうか

よろしくお願い申し上げます。 

◎水道部長（藤 公生君） 

 水道部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 水道部長、藤君。 

［水道部長 藤  公生君 登壇］ 

◎水道部長（藤 公生君） 



－４３－ 

 

 ２番、林議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 １点目の水道施設の耐震化についてのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、今

世紀前半に発生が予想されております東海、東南海、南海の３連動地震により、極めて広

い地域において、甚大な被害が起こることが予想されております。本市におきましても早

急に耐震化率の向上を図っていく必要があると考えております。 

 ご質問の基幹管路の耐震化率についてでございますが、美馬市におきましては、全国平

均を下回る１４.１％でございます。このような耐震化率でありますので、国の補助事業

を最大限活用し、基幹管路を中心に計画的に耐震化に努めているところでございます。ま

た、管路以外の配水池施設についてでございますが、特に重要な配水池につきましては、

平成２２年度と２３年度におきまして、耐震診断を行い、診断結果はすべてにおいて、レ

ベル２、震度６強まで安全と診断をされております。残りの施設につきましても、計画的

に耐震診断を行ってまいります。耐震改修には多額の費用を要することから、国の補助制

度などを積極的に活用し、緊急性の高い水道施設から、順次、耐震化を進めてまいりたい

と考えております。 

 なお、災害時の給水対策といたしましては、脇町中学校と美馬中学校にそれぞれ、飲料

水兼用・耐震性貯水槽を設置しており、また、今年度末には穴吹小学校にも設置すること

といたしております。 

 次に、水道料金についてのご質問にお答えをいたします。 

 水道料金につきましては、議員ご指摘のとおり、平成１８年に設置されました料金検討

委員会の報告を受けまして、平成１９年１０月に改定をいたしました。また、同時にその

報告書では４年以内に再度検討し、上水道料金の統一を図ることとされております。 

 市では、その報告に従い、平成２３年２月に開催されました水道料金統一検討委員会の

審議により、集約された意見を踏まえまして、同年１０月に再度見直しを行い、上水道料

金の統一を行ったところでございます。また、これに合わせまして、美馬、脇町、穴吹の

簡易水道につきましても、おおむね上水道料金に統一したところでございます。 

 なお、木屋平地区簡易水道につきましては、高齢者世帯が多く、他地区との料金格差が

著しいなどを考慮し、基本水量のみを統一し、料金につきましては、据え置かれてきたと

ころでございます。 

 今後、簡易水道事業につきましては、木屋平地区を除き、平成２８年度末までに美馬、

脇町、穴吹の９施設を上水道事業に統合することになっております。統合後は公営企業法

が適用され、経営の効率化・健全化が進められることになり、その中で将来を見通した適

正な水道料金が検討されることとなります。 

 一方、木屋平地区の簡易水道の４施設につきましては、地理的条件であります給水区域

からの移動距離が１０キロメーター以上ということから、簡易水道として存続し、４施設

を一つの施設に経営統合する計画でございます。 

 検討委員会では平成２９年度から美馬、脇町、穴吹の水道料金は完全に統一することと

されております。また、簡易水道は木屋平地区のみとなり、財政状況も一般会計からの繰
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入金に依存している状況は変わらず、非常に厳しい経営と予想され、料金改定が必要とさ

れております。市では、これを受けまして、美馬、脇町、穴吹の簡易水道が上水道に統合

される平成２８年度末までに再度見直し、上水道として、料金の一本化を図りたいと考え

ております。また、木屋平地区の簡易水道につきましては、山間地域であることや５０％

を超える高齢化率、過疎化の進行など、不採算な要因を考慮しながら、国の補助動向も見

極め、市民の理解を得られる料金体系に努めてまいりたいと考えております。ご理解を賜

りたいと存じます。 

◎建設部長（武田季三君） 

 建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 建設部長、武田君。 

［建設部長 武田 季三君 登壇］ 

◎建設部長（武田季三君） 

 続きまして、美馬市における汚水処理場の現状についてのご質問でございますが、本市

の下水道処理人口普及率につきましては４３.４％と、全国平均８６.９％、県平均４９.

４％を下回っており、県内の２４市町村の中では９番目となっております。現在の美馬市

の全体の普及率、施設別の普及率でございますが、年度途中でございますので、市で把握

している数値で推計させていただきますと、平成２４年１月現在では、市全体の普及率は

４４.４％となっております。 

 施設別の普及率につきましては、公共下水道７.３％、農業集落排水事業８.３％、合併

浄化槽２８.８％となっております。 

 また、加入率につきましては、２月末現在では公共下水道事業２７.１％、農業集落排

水事業４７.３％となっております。 

 次に、公共、農集の加入促進についてのご質問でございますが、公共、農集の加入促進

につきましては、広報みまへの掲載、広報みまＴＶでの放映に加え、各処理区域で加入率

向上対策実施説明会を６日間実施してまいりました。 

 説明会では下水道事業の経営状況や各地域の加入率、加入促進助成対策を行った経緯や

内容を説明いたしまして、加入促進に対しましてのご理解をいただくとともに、加入促進

のお願いをいたしております。また、説明会を欠席した方も多数おいでたことから、未加

入世帯への戸別訪問も実施いたしております。 

 戸別訪問の状況につきましては、平成２３年１０月から２カ月間かけまして、未加入世

帯１,０５８戸を訪問しており、訪問結果につきましては、接続予定が１２３戸、検討中

が１４４戸、接続しない２３９戸、留守などが５５２戸となっております。 

 この訪問結果に基づき、２回目の訪問を実施しており、留守などの５５２戸につきまし

ては、下水道課職員で実施し、検討中の１４４戸につきましては、下水道区域出身の管理

職を中心に実施いたしております。 

 ２月末現在の加入状況につきましては、公共下水道事業では１１１戸、農業集落排水事
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業では５３戸の方が接続する予定となっており、加入率向上対策は一定の効果があったと

認識しておりますが、今後も、なお一層加入促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

◎２番（林  茂議員） 

 ２番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林君。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 それぞれ、ご答弁をいただきましたので、再問をさせていただきます。 

 水道施設の耐震化については、今後発生が予想されている地震によって、広範囲におい

て甚大な被害が起こると予想されているようですが、美馬市は基幹管路については、計画

的な耐震化を進めているとの答弁だったと思いますが、基幹管路の耐震化については１４.

１％となっているとの答弁であったと思います。全国平均が幾らかわかりませんが、全国

平均を下回るということですが、一番重要な市民ライフラインとしての基幹管路は非常に

低い、耐震適合率であるが、耐震改修には多額の費用を要するということですが、平成２

４年１月総務省から出されている国会に提出するためにつくられた地方財政計画の中に全

国的に緊急に実施する防災・減災事業に０.６兆円計上と出ておりましたけれども、そう

いった国の補助制度を最大限活用し事業を進めていくならば、耐震化はほぼ完了するまで

に要する月日はどれくらいになるのか、改めてお聞きいたします。 

 続いて、水道料金についてお聞きいたします。 

 簡易水道の一部について料金が統一されていないということですが、原因としては山間

地域であることや高齢化率を考慮して、統一が図られていないということですが、検討委

員会では財政状況も一般会計から繰入金に依存しなければ経営が成り立たない、非常に厳

しい経営と予想され、料金改定が必要とされております。聖域なき改革、財政状況、住民

負担の公平性の観点から見ても、市民の理解を得られるものではないと思います。市民の

理解が得られる料金体制に何時になれば、できるのか、併せてお聞きいたします。 

 次に、汚水処理についての再問をさせていただきます。 

 汚水処理の現状は、処理人口普及率では全国の平均が８６.９％、県平均が４９.４％、

本市が平成２４年１月現在４４.４％と、県平均に近づいてまいりましたが、加入率は公

共下水道が２７.１％、農集が４７.３％と依然として低い水準となっているようです。下

水道事業は地方財政法上、公営企業とされており、その事業に伴う収入によって、経費を

賄う独立採算制が原則であります。美馬市において、公共においては事業が完成した時点

で、予想している加入者数、使用料、維持管理費が幾らになるのか、具体的な数字をお聞

きいたします。 

 加入促進については、関係職員のたゆまぬ努力に敬意を表したいと思います。そして、

職員の努力と加入促進助成対策を行った結果、公共下水道事業では１１１戸、農業集落排
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水事業では５３戸の方が接続予定となっており、一定の効果があったということですが、

加入目標の公共下水道が１２３戸、農業集落排水事業が１００戸と目標には達しなかった。

そして、加入促進期間が残りわずかとなりましたが、ある一定の効果が望めるのであれば、

期間延長をしてはどうか、市としてのお考えをお聞きいたします。よろしくお願い申し上

げます。 

◎水道部長（藤 公生君） 

 水道部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 水道部長、藤君。 

［水道部長 藤  公生君 登壇］ 

◎水道部長（藤 公生君） 

 水道事業についての再問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、国の補助制度を最大限活用し、耐震化事業がほぼ完了するまでに要する期間につ

いての再問でありますけれども、先ほども答弁申し上げたとおり、基幹管路や配水池の耐

震改修事業には多額の費用が必要となります。美馬市におきましても、国の採択基準に沿

って補助事業を活用しながら、順次、耐震化を図っております。しかし、水道事業の国庫

補助率が低く、基幹管路の延長も約２３８キロメートルと長い上に、大小数多くの配水池

施設があり、耐震化事業がすべて完了するには相当の期間が必要であると考えております。

安全・安心な給水を確保するために、主要な施設から計画的に耐震化を進めてまいります

ので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 次に、市民に理解を得られる料金体制にいつになればできるのかとの再問でございます。

これまでの合併後２回の料金改定は、市内旧３町１村の水道料金がそれぞれ違っていたた

めに、市民負担の公平性の観点から、水道料金統一検討委員会を立ち上げ、市民の負担を

できる限り軽減する方向で検討してきたところでございます。 

 現在も料金が統一されていない木屋平地区につきましては、先ほどお答えしたとおり、

過疎、高齢化に加え、台風等の自然災害や冬の凍結などにより、施設の不具合などを考慮

し、昨年の検討委員会の意見といたしましては、段階的に統一することとされ、まず、基

本水量の統一を図ったところでございます。 

 また、平成２９年度からは美馬市上水道事業と木屋平簡易水道事業の２事業となり、現

在、統合に向けて国の補助事業を活用し、施設の改善、改修を行っております。今後、木

屋平簡易水道事業の施設の充実などを図り、段階的に料金の統一を図ってまいりたいと考

えております。ご理解を賜りたいと、よろしくお願いいたします。 

◎建設部長（武田季三君） 

 建設部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 建設部長、武田君。 

[建設部長 武田季三君 登壇] 
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◎建設部長（武田季三君） 

 続きまして、公共においては事業が完成した時点で予想している加入者数、また使用料、

維持管理費が幾らになるかについての再問でございますが、公共下水道事業につきまして

は、舞中島地区の整備を実施しており、平成２５年度に完了の予定となっております。 

 事業完成後の区域内件数は１,２８６戸と予定しており、加入者、使用料、維持管理費

の予想につきましては、平成２０年度に設置しました使用料統一検討委員会の中で、経営

健全化の当面の目標としまして、平成２５年度に経費回収率７２.８％としております。

この健全化目標では加入者数５３０戸、使用料２,０３９万６,０００円、維持管理費２,

８０１万７,０００円と想定しております。 

 次に、加入促進期間が残りわずかとなりましたが、ある一定の効果が望めるのであれば、

期間延長してはとの再問でございますが、このたびの加入促進につきましては、期間限定

で実施することにより、早期接続を奨励し、経営の安定化を図るため実施したものであり

ます。 

 市民の皆様にも加入促進効果を上げるため、期間限定で実施することで、説明会や戸別

訪問を実施した経緯があり、加入していただいた方の中には期間限定とのことで、ご理解

をいただき、加入していただいた方も多数おいでになります。このようなことから、推進

期間につきましては、３月末で終了させていただき、残りの期間、全力を挙げて推進して

まいりたいと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林君。 

◎２番（林  茂議員） 

 ２番。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 それぞれご答弁をいただきましたので、答弁は要りませんが、まとめと要望をさせてい

ただきますので、どうぞよろしく。それで一般質問を終わりたいと思いますので、どうか

よろしくお願い申し上げます。 

 水道施設の耐震化については、基幹管路以外の主要な配水池については一部耐震ができ

ているが、基幹管路の大小数多くの配水池施設については、耐震化が完了するには相当な

期間が必要であるということですが、災害時の給水対策としては、脇町中学校、美馬中学

校には飲料水兼用耐震性貯水槽を設置しており、今年度末には穴吹小学校にも設置ができ

るということで、ある程度の飲料水の確保はできているということですが、しかし、大き

な災害時において、一番最初に確保しなければならないのが夜露をしのげる避難所、飲料

水、食糧であると思います。美馬市を見てみますと、基幹管路については、１４.１％と

低いように思われますが、全国的に見ても、遅れているのが現状であると思われますので、

一抹の不安を覚えているところであります。あらゆる補助事業を活用して、できるだけ早

い時期に耐震化を完了するよう強く要望しておきます。 
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 次に、水道料金についてでございますが、一部統一ができていない地域については、過

疎、高齢化を理由に統一には時間がかかるということですが、先ほども申し上げましたよ

うに財政住民負担の公平性の観点から見ても、早急に統一されることが望ましいと思われ

ますが、美馬市内には過疎、高齢化が進んでいる地域、そして、高齢世帯が増え続けてお

ります。こうしたことを考えると、再度、水道料金については再見直しをして、市民の理

解を得られる料金体制にするよう強く要望し、水道事業に対する質問を終わりたいと思い

ます。 

 次に、汚水処理についてまとめさせていただきます。 

 汚水処理の現状については施設別の普及率を見てみますと、徳島県では圧倒的に浄化槽

が多くなっており、本市においても、公共下水道は７.３％、農業集落排水が８.３％、合

併浄化槽は２８.８％となっており、合併浄化槽が多くなっているとの答弁であったと思

います。汚水処理計画を根本から見直し、負の遺産とならないような施設作りを強く要望

しておきます。 

 次に、加入促進については加入促進助成対策、職員の戸別訪問が功を奏し、ある程度の

効果があったということですが、助成対策については期間限定とのことで、市民の皆様に

説明をし、加入促進を実施した経緯があり、延長はしないとの答弁であったと思います。

また、今後も戸別訪問を実施し、なお一層加入促進に取り組むとの答弁もあったと思いま

すので、戸別訪問などの結果を踏まえ、期間延長を検討していただきたいと要望しておき

ます。 

 健全化目標については、当面の目標として、平成２５年度に経費回収率を７２.８％と

しており、使用料収入は２,０３９万６,０００円、維持管理費が２,８０１万７,０００円

を想定しているとの答弁であったと思います。下水道事業は先ほども申し上げましたが地

方財政法上、公営企業とされており、その事業を伴う収入によって、維持管理経費を賄う

独立採算制が原則であるとうたわれております。市におきましても、このことは理解して

いただきたいと思いますので、加入促進の今後も積極的に取り組んでいただき、少しでも

早く健全な経営がなされるように取り組んでいただきたいと思っております。 

 農業集落排水についても、同じことが言えると思います。いずれにしても、現在、負の

遺産となっている施設もあると思います。今後、負の遺産として残すのではなく、負の遺

産の解消をあらゆる手段、手だてを講じ、努力をすることを強く強く切望し、私の一般質

問を終わらせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 答弁は要らないとおっしゃいましたか。 

（「はい」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上をもちまして、林君の一般質問を終結いたします。 

 本日はこれをもって、一般質問を終了し、明日２０日、本日に引き続き、市政に対する



－４９－ 

 

一般質問及び議案質疑をとり行いたいと存じます。 

 従って、本日はこれをもって散会といたします。 

 ご苦労でございました。 

散会 午後２時４８分 

 


